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大 学 の 概 要

（１）現 況 （２）大学の基本的な目標等

①大学名 建学の理念「第１に優れた臨床医と独創力に富む研究者を養成し、第２に独創的研究並びに

国立大学法人浜松医科大学 新しい医療技術の開発を推進し、第３に患者第一主義の診療を実践して地域医療の中心的役割

を果たし、以て人類の健康と福祉に貢献する 」を踏まえ、特に以下の事項について重点的に。

②所在地 取り組む。

静岡県浜松市

①人間性豊かな、生涯にわたって自ら学び、国際的に活躍できる医療人の育成に努力する。

③役員の状況 ②先端的・学際的領域の基礎研究・臨床研究において、産学官連携を推進し、国際的に高い

学長 寺 尾 俊 彦 水準の研究機関となることを目指す。

理事 ４名（非常勤１名を含む） ③地域社会の医療、教育、文化のニーズに応じて貢献し、高度先進医療等の病院機能の強化

監事 ２名（ 〃 ） に努める。

④光医学を中心とした教育・研究・診療活動を推進し、独創的な機関を目指す。

④学部等の構成 ⑤近隣の国立大学法人との統合再編について引き続き検討を進める。

医学部

医学科

看護学科

医学系研究科

光先端医学専攻

高次機能医学専攻

病態医学専攻

予防・防御医学専攻

看護学専攻

⑤学生数及び教職員数

学生数 １，０４０ 人

学部学生 ８６０ 人（３人）

修士課程 ４０ 人（１人）

博士課程 １４０ 人（２７人）

職員数 ９３４ 人

教員 ２７５ 人

職員 ６５９ 人

浜松医科大学
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（３）大学の機構図

学 務 部
〔 ３ 課 〕

技 術 部

事　　務　　局

総 務 部
〔４課１室〕

病院運営企画室 情報処理センター

病 院 部
〔 １ 課 １ 室 〕

調査・労務企画室
子どものこころの
発達研究センター

総 務 企 画 室 安全衛生管理センター

経 営 企 画 室 医療廃棄物処理センター

情報・広報企画室 動 物 実 験 施 設

教  授  会

研究推進企画室 実験実習機器センター

教 育 企 画 室 光量子医学研究センター
〔３研究分野,１寄附研究部門〕

教育研究評議会 経 営 協 議 会

附 属 図 書 館 附 属 病 院

役  員  会 総 合 企 画 会 議 保健管理センター

《平成１８年度》

医　　学　　部
医 学 科
〔３２講座〕

監  事

学  長

監 査 室 大学院医学系研究科
博士課程〔４専攻〕
修士課程〔１専攻〕

看 護 学 科
〔 ３ 講 座 〕

医　　学　　部
医 学 科
〔３３講座〕

監  事

学  長

監 査 室 大学院医学系研究科
博士課程〔４専攻〕
修士課程〔１専攻〕

看 護 学 科
〔 ３ 講 座 〕

平成18年度設置決定

附 属 図 書 館 附 属 病 院

役  員  会 総 合 企 画 会 議 保健管理センター

教 育 企 画 室 光量子医学研究センター
〔３研究分野,１寄附研究部門〕

教育研究評議会 経 営 協 議 会

情報・広報企画室 動 物 実 験 施 設

教  授  会

研究推進企画室 実験実習機器センター

総 務 企 画 室 安全衛生管理センター

経 営 企 画 室 医療廃棄物処理センター

《平成１７年度》

分子イメージング
先端研究センター

調査・労務企画室 事　　務　　局
学 務 部
〔 ３ 課 〕

技 術 部

総 務 部
〔４課１室〕

病院運営企画室 情報処理センター
病 院 部
〔 １ 課 １ 室 〕

浜松医科大学
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浜松医科大学

全 体 的 な 状 況

国立法人化後３年が経過した。大学運営に法人化のメリットが生かされ、当初の中期計画・ ○現在の患者駐車場が新病棟建設用地になるため、目的積立金で立体駐車場 職員専用 を建( )
、 。中期目標は順調に達成されつつあり、教育、研究、診療、社会貢献の何れの分野においても 設し 従来の職員分を移動することにより患者用駐車可能台数を約 台分増加させた100

成果を上げることができた。 （患者用 台→ 台 。426 533 ）
○各部署に省エネルギー推進担当者 職域、 名 を設置し、省エネ報告を義務付け、全(1)法人化の特徴を生かした戦略的大学運営 (94 115 )

学長は、７つの企画室（経営、研究推進、教育、調査・労務、情報・広報、病院運営、総 職員に対する広報を実施し、省エネの意識向上に努めた。平成 年度から２年計画で研17
務）を設置、４名の理事及び３名の副学長にそれぞれの大学運営の重要なテーマの分担、 究棟の各講座に電力計測装置を取り付けた。
企画立案を行わせ、毎月、総合企画会議において各室長から、各企画室の企画立案ならび ○医療材料、物流管理面で経費削減を実施、前年度に比べ2,028千円節減できた。薬剤の契
に進捗状況を報告、それに対する意見交換、今後の実施方針等を検討し、承認を受けたも 約においては、平成 年４月の薬価引下げ（約３％）により、当初の約 ％を ％18 7.5 10.2
のは法令や学内規則に従い事項ごとに役員会、教育研究評議会、経営協議会及び教授会に とした。
附議、速やかに決定し執行した。また、各会議には常勤監事が出席し、直接審議過程を監 ○警備、医療事務、診療録出入庫等の業務、 装置保守、カルテ管理システム保守を複MRI
査した。この運営方法は国立大学時代には全くなかった方式であり、学長がリーダーシッ 数年契約にすることにより、単年度契約の見積金額より 千円（年間）節減できる17,600
プを発揮する上で効果的であった。また、情報は各役員が共有し、さらに各企画室に伝達 見込みとなった。
され、大学運営が職員一丸となって行われるという利点があった。 ○外来駐車場・職員駐車場の駐車料金は、外来患者数の増、非常勤職員数の増等があり、
①学長のリーダーシップによる戦略的経費配分 約 千円の収入となった。宿舎収入は、職員宿舎の入居者の範囲を研修医等にも拡58,750
学長のリーダーシップの下、年度途中において、収入の状況、事業の進捗状況等を踏まえ 大した結果、法人化前と比べて 千円増収になった （平成 年度約 千円、7,400 15 29,700。
補正予算を編成し、各種の事業を実施できた。 平成 年度約 千円）18 37,100
○学長裁量経費 千円を確保し、中期計画を踏まえ教育・研究等の質の向上を図るた ○病院収入の増収方策として以下の取組を行った。ⅰ）診療科の増設（形成外科、臨床薬401,646
め戦略的に重点配分をした。 理内科 、腫瘍センターの設置、ⅱ）ＭＤ ＣＴ装置の導入（リース契約）による画像診断） -
1)教育環境を向上させるための経費（教育環境の整備、課外活動設備及び福利厚生設備の 料の増収、ⅲ）卒後３年目医員の採用（ 人 、理学療法士、視能訓練士、臨床検査技師19 ）
整備等 ：78,657千円 （検査部、輸血部 、薬剤師、放射線技師（手術部）等の採用による業務量の拡大と効率） ）

2)重点的研究を推進させるための経費（プロジェクト経費、企画型基盤育成事業、キャン 化を図った。
パス情報ネットワ－ク装置等の更新経費等 ：29,950千円 上記の方策等による実施後の経済効果（対前年度）は以下のとおりであった。）
3)危機管理体制整備のための経費（個人情報保護対策、図書館セキュリティ対策等 ： 1)初診患者は総数2,364人増（19,810人→22,174人））
12,341千円 2）紹介患者数は735人増（9,316人→10,051人）
4)業務を改善するための経費（ホームページの充実、大学情報データベース構築、財務会 3）手術件数14件増（3,925件→3,939件）
計事務システム機能改修・補強等 ：64,292千円 4）１日平均外来患者数 人増（ 人→ 人）） 23.2 1,166.9 1190.1
5)診療体制の整備及び病院収入の増加を図るための経費（診療体制を充実させるための人 ○特許収入（ 千円）を得た。また、この特許の取得が寄附講座の設置に結びついた。1,870
員増加の経費、腫瘍センター・形成外科の整備、診療機器の更新等 ：216,406千円 ③組織の改組による効率化・合理化）
6)平成19年１月に設置した分子イメージング先端研究センターにおいて、学長主導による ○事務組織を効率化・合理化するため、業務の廃止、事務局組織の再編、教室系事務職員
研究プログラムを組み、研究に必要となる動物用PET/SPECT/CT装置を学長裁量経費から の事務局への配置換などを実施した。
購入設置：93,6 千円 ○技術職員組織等規程を大幅に改正し、技術部を一元化し、技術職員（一般職（一 ・旧行03 ）
○学長裁量経費以外においても戦略的経費を配分した。 政職（一）相当）が持っている能力・技術等を十分に大学の管理運営に還元させること
１）プロジェクト研究を募集し、６件の研究課題に研究費（総額 千円）を配分 とした。これにより、①技術職員の退職等に伴う戦略的な配置を可能にした②技術職員20,000

。２）総合人間科学講座及び看護学科講座への研究費支援（総額 千円）を競争的にプロ が持っている技術力を横断的に大学に還元するなど人材資源の有効活用が可能になった5,100
ジェクト募集方式で行い４件の研究課題を採択 ○教員の研究を支援し、外部資金獲得部門等の強化を図るため研究協力室を設置し、室長

３）健康相談会や地域の初中等教育支援など８件の社会貢献活動に対し研究費（ 千円）を配分 を専任にすることとした。4,450
４）若手の萌芽的研究育成に９件の研究費（総額 千円）を配分した。 ○人事企画担当の職員の配置：人件費の合理化に対応するため、人件費管理を含めた人事4,500
②自己収入の増収と経費の節減に基づく補正予算の編成と新規事業の展開 企画担当の職員を人事課に配置した。
○自己収入の増収（約 千円）と経費の節減等により捻出された財源で補正予算を編 ○係の再編：労務、病院調達及び国際交流部門の効率化、合理化を図るため、事務部門の105,000
成・執行した。 一部を再編・統合した。

1)老朽化に伴う緊急的な補修・更新事項（プールサイド、グランド等の周辺整備、病棟特 ○教員の任期制への移行：流動性の高い活発な研究が行われる環境を整備するため任期制
教員任期制殊便所の改修、外来トイレからの緊急呼び出し設備、外来の床の張替え、電算機更新 とするよう定めた。既に在職している教員については、本人の同意の得て、

を一層推進することができ、任期付教員の割合が46ポイント向上した （平成18年４月48に伴う の敷設工事、集中治療部の待合室整備等、印刷機などの更新整備及び一般LAN 。
％→平成19年４月94％）修繕費の増等 ：総計 千円） 80,000

2)教育環境改善（看護学科棟情報教室等の改修整備等 ： 千円 ④監査機能の充実と徹底） 12,000
3)診療の質の向上（腫瘍センター、診療科増設に伴う整備等 ： 千円 ○内部監査充実のため、事務局から独立した学長直属の監査室を設置した。） 30,000
4)省エネルギー推進（電力メータ設置 ； 千円 ○「公益通報者保護規程」を定め、公益通報窓口として監査室を充てた。） 19,000

、 、5)原油等の高騰による光熱費の増の補填： 千円 等 ○監事は法人の業務全般にわたり 業務執行の健全性の確保と業務効率の向上の観点から5,277
○診療助手の任用：手術件数の増加に対応するため、麻酔蘇生科助手、臨床工学士を任用 監査室、会計監査人とも連携し、各種会議に出席、各企画室等とのヒアリング、書類閲

。 、 ）した。これにより、一般手術室９室全室の利用が可能となった。 覧等を通じて的確な情報を得て監査を実施した 平成 年度監査実施計画に基づき ⅰ18
○保育所の設置：子育てしながら安心して働くことができるよう学内に目的積立金で保育 社会保険事務局による個別指導に対する改善状況、ⅱ）個人情報保護、ⅲ）看護師の確
所を設置した。 保、ⅳ）環境保全意識の徹底等の監査を行った。
○看護師確保対策の一環として、退職手当支給に代えて特別賞与の支給制度（平成 年度 ○平成 年２月に示された 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン 実19 19 「 （
の利用者６名）やリフレッシュ休暇制を導入し、福利厚生の充実を図った。 施基準 」を踏まえた本学のガイドラインの策定に着手した。）
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浜松医科大学

(2)環境保全対策の推進○平成 年度分全ての「科学研究費補助金 文部科学省、日本学術振興会、厚生労働省 」17 ( )
について書面監査を実施し、さらに文部科学省、日本学術振興会からの科学研究費補助 省エネルギー対策等の推進や温室効果ガス排出削減等の環境保全対策を強力に推進した。
金については全件実地監査を実施した。また 「預り金」の管理状況について監査を実施 ○省エネルギー推進専門部会において、エネルギーの使用状況の把握や省エネルギーの推、
した。 進・対策について協議検討を行い、省エネポスター等の広報活動、省エネ講習会の開催

○職務権限を明確化するため「職務権限委任規程」の改正等を行い、物品の購入契約等に を実施した他、各職域に配置した省エネルギー推進担当者 職域、 名 へエネルギー(94 115 )
係る検査の責任者、検査員及び検査補助者を明らかにした。 の使用状況の周知及び省エネの啓発を要請し、全学的な省エネの推進を行った。
○不正な取引に関与した業者への取引停止等の方針として「国立大学法人浜松医科大学に ○省エネルギー対策計画書に基づき、外灯のランプ・安定器の省エネタイプへの取替、照

213,000kwh(1.1おける物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領」を定めた。 明設備の人感センサー化、高圧用空調ポンプのインバータ化等を行い、年
○検収業務について、当事者以外によるチェックが有効に機能するように、納品物品の検 ％ の節電見込みである。)
査・確認を行う全学的な「検収室」を管理棟１階に設置し、事務局職員による検収体制 ○空調用設備等主要機器の電気使用量を把握し、より高効率の機器の運用を図るともに管

18 17を実施している。 理標準に基づく管理体制の推進を行った。その結果 年度のエネルギー使用量は平成
○補助金等において、研究費が入金されるまで時間を要することがあるため、外部資金の 年度に比べ原油換算 約 ％ 削減し、平成 年度のエネルギー使用量をベース185KL( 2.9 ) 16
適正使用の観点を踏まえ、交付前使用に係る立替えの制度を導入した。 に５年間で ％削減する目標に対して原油換算 約 ％ の削減となった。二酸10 511KL( 8.0 )

⑤全学的・総合的な危機管理態勢の整備 化炭素排出量は平成 年度に比べ （ ％）削減し、平成 年度に対して17 247t-CO2 1.8 16
○危機管理会議において、想定されるリスクを整理し、信用失墜リスクを中心に危機管理 ％ の削減となった。水の使用量については平成 年度と比べ上水923t-CO2(6.8 ) 17
マニュアルを作成することとした。 、工業用水 ％ 、下水 ％ 削減し、平成 年度の使用5,547t(5.0%) 22,778t(18.2 ) 21,206t(10.3 ) 16
○ハラスメントをなくし、全ての学生及び教職員が安心で快適に勉学・教育・研究ができ 量をベースに 年間で ％の削減する目標に対して上水 ％ 、工業用水5 5 11,378t(9.6 )
るよう 「セクシュアル・ハラスメントの防止等に関するガイドライン」を全面改正し、 ％ 、下水 ％ 削減し、目標値を達成済みであるが、より一層の削、 31,981t(23.8 ) 36,574t(16.4 )
アカデミック及びパワ－・ハラスメントを含めた統合型のハラスメントガイドラインを 減をすることとした。
策定した。 ○グリーン購入法による物品の調達 平成 、 年度とも ％の達成 、省エネ法による( 17 18 100 )

⑥外部有識者の活用 エネルギーの削減 平成 年度 ％､平成 年度 ％ 、廃棄物管理、構内の環境保全( 17 5.1 18 2.9 )
○経営協議会において、さらに多くの外部意見を活用するため、外部委員を２名増員し、 等を計画的に推進して平成 年度の環境報告書を作成した。17

、 、外部委員７名（学内委員５名）とすることとした。 ○毎年廃棄物処理計画書の見直しを行い 学内ホームページに廃棄物処理計画書を掲載し
1)「県内自治体病院等において、医師不足による過重労働により病院を辞め開業する医師 廃棄物の処理方法、分別方法について周知し適正な処理に努めた。
が相次いでおり、病院の労働環境が一層悪化する悪循環に陥っている。本県で唯一の大 ○ゴミ置き場には排出者が適切な処理をするための図解を標記したほか、ゴミ回収業者に
学として医師不足問題の解決に寄与してほしい」との外部有識者の意見を踏まえ、静岡 対しても指導及び助言を行った。
県内の医師不足状況に対する対策として①医師不足に関する情報交換、②大学内の医師

(3)人件費削減目標値の達成に向けた人件費削減の取組派遣、登録、派遣要望等の透明性を高くすることを主旨とした静岡県医師教育支援協会
、 、を設立し、県内病院長 名が参加して発足させた。尚、本学の平成18年度研修医マッチ 政府の方針を踏まえて 平成 年度に事務職員等の定年退職者の後任不補充を柱として50 17

ング数は54名、卒後３年目医師数は62名であり、約35名を市中病院へ紹介派遣した。 手当の削減、教職員の不補充分の見直し等について人件費削減に関する具体的方策を策定
2)「全国的な助産師不足に対して、大学として対応する必要があるのではないか」との意 し 平成 年度は、事務職員１名、技術職員２名の定年退職者の後任不補、これに基づいて 18
見を踏まえ、専攻科を開設し、より多く（ 名増員）の助産師を育成することとした。 充を予定どおり実施した。加えて、辞職した教務員、技術職員の後任を不補充とした。ま10

○産学官連携、知的財産戦略のための体制を整備するため、外部の知財専門家に依頼し、 た、医学部所属の技術職員を臨床工学士として附属病院手術部への配置換を行い、人的資
知的財産管理体制構築プランの策定、知財ポリシーの整備、学内の意識啓発等、知財戦 源の有効活用を図った。
略に関する指導・助言・相談の機会を作った。また、ＪＳＴ特許主任調査員経験者を本

(4)自己点検・評価及び情報提供の取組学の知財活用コーディネータとして雇用し知財管理体制の強化を図った。
①情報公開の促進⑦施設マネジメントの実施及び活動

○将来構想検討委員会の下に施設マネジメント専門委員会を設置し、施設の有効活用を中 ○大学概要やニュースレターをホームページ上に掲載している。
心にキャンパスマスタープラン、利用計画、エネルギー管理（省エネ対策含む 、保全計 ○研究活動一覧には、講座毎に講座構成員・英文原著論文（ ・和文原著論文・総説・著） ）I.F
画等について審議している。 書・特許数・外部資金獲得状況等を掲載し、本学の研究活動の内容を学内外に向けて積
1)施設長期計画の見直しを行い、平成 年度キャンパスマスタープランとして策定した。 極的にアピールする重要な資料としている。18
2)施設マネジメント専門委員会では施設利用状況調査結果に基づき 有効活用を図っている ②自己点検・評価の実施：、 。

、 （ 、 、 、 、 ）、3)病院再整備に伴い患者駐車場が不足するため、土地の有効活用を図るうえで立体駐車場 ○教職員の個人評価については 教員は５領域 教育 研究 診療 社会貢献 管理運営
整備に着手した。 教務員・技術職員は３領域（教育、研究、診療の支援）についてエフォートを組み込ん
4)施設パトロールを実施し要修繕箇所の更新、前年度の要修繕箇所の改善を進めると共に だ調査票及び評価指針に基づき、病院職員については個々の部局（看護部、放射線部、
ライフサイクルを考慮した維持保全整備年次計画の修正をした。要修繕箇所のランク及 検査部、リハビリテーション部）で仕事内容に応じた評価指針を作成して、平成17年度
び維持保全整備年次計画に基づき附属病院外来床シートの張替、機器等の更新・修繕、 の試行実施を踏まえた改善を行ったうえで本格実施した。評価は全職員が、調査票で求
空調用設備等の主要機器の点検整備を計画的に実施した。 改善 件を実施 められている項目について自己評価を行い、責任者が面談して一次評価を行い、全体的( 78 )

5)防災点検項目結果に基づき、防災点検改善計画を作成し、平成 年度は特高変電所直流 な評価や評価バランスについては、理事、病院長などが二次評価を行った。責任者につ18
電源装置蓄電池更新、中央監視制御設備無停電電源装置更新等 件の改善を実施した。 いては、理事が複数で評価を行った。評価結果を 月期の勤勉手当に反映させるととも11 12

に、結果が思わしくない者については、学長、理事等が個別に面談を行いアドバイスす
るなど具体的な改善策をとった。また、事務職員についても人事評価制度を策定し、第
一次試行を実施した。
○大学認証評価を平成 年度に受審するため、教育を中心に自己点検評価を実施するとと19
もに、評価機関へ提出するための報告書としてまとめた。
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(5)従前の業務実績の評価結果についての運営への活用 (8)社会連携・地域貢献の推進
平成 事業年度に係る評価委員会からの指摘事項はなかったが、要望事項等への対応につ ①静岡県医療政策に関する各種委員会に参画した。また、県や市の医師会における研修会に17
いて 平成 年度に着実に実行できるように担当企画室において取組を企画・立案させた 講師を派遣した他、学術講演を多数行った。さらに、地域における高等教育前の青少年に、 。18

対する知的育成への支援活動を積極的に行った。研究推進企画室では、これらの取り組み
に対し、戦略的経費の配分を行った（ 件 。(6)教育・研究等の質の向上に関する取組 10 ）

①倫理教育が医学教育にとって最も大切な事項の一つであるとの観点から、入学直後の福祉 ②浜松ホトニクス株式会社との間で 「光」で人類にメリットを与えるという共通の目的を、、
、 、施設体験学習及び新入生合宿研修にはじまり、１年次においては、序論として､医療におけ 浜松医科大学は学問的側面から 浜松ホトニクス株式会社は事業化を通して実現するため

る人間的要素の重みを理解させ､その後も学年進行毎に倫理教育を行い、２年次では､体験 「光と物質との相互作用」を基本的なテーマとする複数の共同研究、人的交流等の技術交
学習を通じて患者家族について理解させ､４年次では､臨床実習開始前に生命倫理と医師の 流を総合的に行うことを目的とした技術交流全般に係る基本的事項を定めた「包括的技術
裁量権を幅広く学習させることとし､医の倫理について一貫性のある教育内容とした｡ 交流契約書」の締結を行った。
医学科における臨床前専門教育では、チュートリアル導入臨床前専門教育により生涯、自 ③静岡大学との間で、先端的研究、科学技術の発展と地域産業の振興への寄与、大学院博士
ら学習できる「良き医療人」の育成を目指した。 課程における連携教育活動を活性化して相互発展するために協定を締結した。
大学院医学系研究科博士課程では、研究に際しての倫理を重視し、最終審査において倫理

(9)国際交流、国際貢献の推進的視点の試験を行うことにした。
②看護学科のカリキュラムにおいて､学生の負担を軽減し､教育効果を高めるため､卒業に要す ①学外団体の国際交流後援会（会員 名）の協力を得て､留学生に対する２種類の奨学金を155
る単位数を 単位から 単位にした｡ 設け､私費留学生全員に奨学金を支給する等､国際交流事業を推進している｡133 124
③学生主体型問題解決学習を重視する観点から､シラバスに授業形式の割合を明記した また ②韓国慶北大学校医科大学の学生 名､教職員３名が来学し､日本学生支援機構との共催で国。 、 10

18 30.8 31看護学科の新カリキュラムのシラバスを検証し、平成 年度のＰＢＬ形式の授業が ％ 際大学交流セミナー等の開催した。また、韓国慶北大学校医科大学､看護大学から教員等
であることを確認した｡ 名が来学し､本学で第６回慶北－浜松合同医学シンポジウムを開催した｡
④附属病院での臨地実習を１つの基準に基づき行うこととした｡ ③大学院博士課程６名､修士課程１名､研究生１名､特別研究学生１名､聴講生 名､外国人客員1
⑤博士課程において専門的知識､技術の習得を目的として、共通科目に｢蛋白質研究法｣､｢動物 研究員 名を受け入れた｡16
実験の技法｣､｢遺伝子実験法｣等 科目のコースワークを設けた｡ ④７名の医学科６年次生が海外学術交流協定校で臨床実習を行い（バングラデシュ４名､ポー16
⑥大学院に夜間開講（開講時間を 時 分に設定）の講義を設けた。 ランド､韓国､中国各１名 ，協定に基づいて単位認定を行った｡なお､本学では､世界医学生17 30 ）
⑦博士課程に長期履修制度を導入した。３名を許可した｡ 連盟の協定に基づいた学生間の国際交流も積極的に行い､平成 年度は３名（タイ２名､ス18
⑧研究生規程を改正し､単位修得退学後､学位取得までの２年間継続して研究指導を受けられ ーダン１名）の学生を受け入れ､本学学生２名の派遣を行った｡
る大学院継続研究生制度を設けた｡

(10)附属病院の機能の充実⑨平成 年度国家試験の新卒者合格率においては、医師国家試験は ％（全国平均18 98.8 92.3
％ 、保健師試験は ％（全国平均 ％ 、助産師試験は ％（全国平均 ％ 、 ①教育や臨床研究推進のための組織体制（支援環境）の整備状況） ） ）100 99.4 100 95.0
看護師試験は ％（全国平均 ％）であった。 ○平成 年１月に地域がん診療連携拠点病院に認定されたことに伴い、平成 年度から98.3 94.8 19 19

大学院カリキュラムに腫瘍セミナーを導入し、腫瘍センターを中心に、がんプロフェシ
ョナル医師の養成に努めることとした。(7)研究活動の推進

①21世紀COEの状況 ②高度先端医療の研究・開発状況
1 CYP2C19「光の医学応用」に関する研究は本学の特色ある研究のひとつである。この研究目標に沿 ○先進医療として「難治性眼疾患に対する羊膜移植術」 件が承認され、現在 「、

った研究が計画通り実施され、多くの研究成果を得ることができた。 遺伝子多型検査に基づくテーラーメイドの 除菌療法を含む消化性潰瘍治療」につH.pylori
光マイクロイメージングの講習会を開き、学外より 名の参加者（うち外国人 名）が いては認可申請中であり、平成 年度に再申請予定が１件ある。58 14 19
あった。２回の国際シンポジウムを行った。 名の大学院生をリサーチアシスタントとし ③医療提供体制の整備状況23
て雇用し、７名のポスドク研究員を雇用して、研究力の向上を図った。 ○平成 年４月にリハビリテーション科、平成 年２月形成外科の入院・外来診療を開始した。18 19
②知的クラスター創成事業の状況 ○各科の院内連絡網を整備し迅速な救急受入体制の強化を図った。外来救急患者は平成17
知的クラスター創成事業（浜松オプトロニクスクラスター 「医療用イメージングシステム 年度8,196人、平成18年度は8,601人と増加した。うち、1,599名（初診が974名、再診が6）
開発」は計画通り実施された。本学光量子医学研究センターを中心に、医療と医学研究に 25名）が入院した。
有用な新規光イメージング装置の開発を行った。平成 年度はこのプロジェクトの最後の ○栄養士のパート職員を２名採用し、栄養指導体制を充実強化した。栄養管理指導実績は18
まとめの年であり、製品化につながる試作機の製作を行い、性能評価をするとともに、そ 平成 年度 件であった。18 1,433
れに基づく機能改善を進めた。試作機として、ファイバー結合型共焦点顕微鏡、リアルタ ○薬剤管理システムを導入した。これにより業務が効率化し、医療事故防止にも役立つと

IVH 17 4,490イム目盛表示機能付き内視鏡 副鼻腔手術用ナビゲーション装置を完成させた いずれも ともに、全病棟の のミキシング業務の実施や薬剤管理指導件数を平成 年度、 。 、
これまでの機器の中で最高の性能を達成し、これまでなかった機能を実現した。この事業 件から平成 年度 件に増やすことができた。18 5,237
の中で、産学連携のための展示会への出展４回を行い、また、多数の特許の発案・申請を ○看護師確保対策の一環として、退職手当支給に代えて特別賞与の支給制度を新設し、様
行い、知財戦略の推進、地域の産業振興に貢献した。その成果に対し、平成 年度に寺川 々なライフプランを持つ新卒者に対応した給与体系とした さらにリフレッシュ休暇 採18 。 （
進教授が文部科学大臣表彰を受けた。 用から５年目、10年目、15年目）制を導入し、福利厚生の充実を図った （平成19年度の。
③分子イメージングセンターの設置 特別賞与の支給制度利用者６名）

を中心とした非侵襲型の体内イメージング装置を用いて、放射能標識した分子を特異 ④医療事故防止や危機管理等安全管理体制の整備状況PET
的に捉えその分布や代謝を調べる手法を医学研究に応用し、その基本と先端手法を研修さ ○平成 年 月に薬剤管理システムを導入したことで、医師からの薬剤処方の払出しが18 10
せることで人材育成を目指すための、分子イメージング先端研究センターを設置した。２ システム化され、誤調剤・与薬患者間違いが防止された。薬剤師のインシデントレポー
つの研究部門（ヒトイメージング研究部門、動物イメージング研究部門 、６名の教授（兼 トは平成 年度 件、平成 年度は 件で、アクシデントレポートは本年度も０件） 17 56 18 51
任）２名の特任助手（新規雇用 、また外部から５名の客員教授及び３名の客員助教授を置 であった。）
いた。理化学研究所との共同研究を３件締結し、 研究を目指す研究人材育成のプログPET
ラムを作り、実施した。学長主導による研究プログラムを組み、研究に必要となる動物用

装置（約１億円）を大学の自己資金（学長裁量経費）で購入設置した。PET/SPECT/CT
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⑤患者サービスの改善・充実に向けた取組状況
○病院１階に患者図書室を整備した。ボランティアの協力のもと週５回開室している。蔵
書は 冊を超え、患者さんに好評である4,000
○難病の患者および家族に対して、ホームヘルパーの派遣、日常生活用具の給付、病院へ
の短期入院の利用、医療費の公費負担等についての浜松市の難病対策事業の広報及び相

、 。 、 、談を積極的に行い 全体的なサポート体制の充実を図った また 静岡県の委託を受け
静岡県難病医療相談支援センターを設置した。

⑥がん・地域医療等社会的要請の強い医療の充実に向けた取組状況
○院内がん登録を開始し、先進的・集学的がん診断・治療の充実を図るため腫瘍センター
を設立した。化学療法部教授を腫瘍センター教授とした。同時に緩和ケアチームを設立
し活動を開始した。

18○地域医療機関及び患者のニーズに応えるため セカンドオピニオン外来を開設し 平成、 、
年度は 件、月平均 件の依頼があり、病病・病診連携の向上につながった。70 12

⑦管理運営体制の整備状況
○病院企画係と医事係を統合し、業務の集約・一元化を図った。
○情報管理係を新たに設け、カルテ管理の強化を図るとともに、閲覧室を新設して、医師
の診療・教育・研究のサポート体制を整備した。
○病院再整備に対応するため、推進事務室を設け、事務局再配置により、２名の専任事務
員を配置した。

⑧外部評価の実施及び評価結果を踏まえた取組状況
○毎年近隣病院との医療安全管理に関する相互チェックを実施している。平成 年度は県18
西部浜松医療センターと薬剤関係項目について相互チェックを実施し、持参薬管理シス
テムを見学、意見交換した。本院では医師、看護師が共同で持参薬の入力作業を行い、
薬剤部は迅速に服薬管理指導を行い、薬剤の情報を看護師・医師に提供できるようにす
るとともに、利尿剤等の服薬管理の難しい持参薬剤は看護師が投薬することにした。

⑨経営分析やそれに基づく戦略の策定・実施状況
○各診療科別経営分析を行い、各部門へ分析結果を提供した。経営分析結果の利用につい
て病院運営企画室会議でも検討し、ＨＯＭＡＳとは別に平成 年６月から病院経営サポ19
ートシステム（ヒラソル）による診断群分類別にデータ分析も行うこととした。

⑩常時 件前後の治験プロトコールが進行中であり、治験の実施率は全国大学医学部附属病50
院中第２位であった。
⑪収支の改善状況（収入増やコスト削減の取組状況）
○病院職員全員に経営参加を呼びかけ、医療材料・物流管理面で経費節減を実施した。
⑫地域連携強化に向けた取組状況
○逆紹介の向上を目指し、医師に機会ある毎に指導しシステムを分かりやすく改善した。
平成 年度 ％から平成 年度 ％となった。地域連携室の業務を整理見直した17 71.3 18 74.6

17 19,810ことにより病病・病診連携ネットワーク活用が増えた。初診患者数は平成 年度
人から平成 年度 人と増加し、開放型病院共同診療は平成 年度 件から平成18 22,174 17 36
年度 件と増加した。18 46

○外来診療部を設置し、外来棟における急患発生時のコール体制の整備（救急部が対応 、）
各医師の所在確認システムの整備、外来予約時間診療への取組み、他施設のフィルム等
の管理・返却システムを構築し、地域連携の一層の促進を図った。



- 7 -

項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（１）業務運営の改善及び効率化
①運営体制の改善に関する目標

全学的視点に立った機動的・効率的な組織運営体制を整備する。中
期
目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【１】 【１－１】
、学長のリーダーシップの強化を 平成１６年度に実施済みのため

図るため、副学長を設置する。 平成１８年度は年度計画なし

【２】 【２－１】 迅速、円滑な大学運営に資するため、各企画室会議を随時
迅速・円滑な大学運営が可能と 各企画室（経営、研究推進、教 開催し、研究費補助金等の交付前使用に係る立替えに関す
なるよう、企画・調査・立案を 育、調査・労務、情報・広報、 Ⅳ る制度の導入や、公益通報保護法に対応するための浜松医
するための企画室を設置し、教 病院運営、総務）において所掌 科大学公益通報保護規定の制定等を企画・立案した。

、員と事務職員等が一体となった 業務に関して企画・立案を行い
業務運営を行う。 大学運営に反映させる。

【２－２】 各企画室の連絡調整を図るため、毎月第一月曜日に総合企
各企画室の連絡調整を図るため 画室会議を開催した。また、危機管理会議を開催し､危機、
定期的に総合企画室会議を開催 Ⅲ 管理体制の点検を行った。
する。また、必要の都度危機管
理会議を開催する。

ウェイト小計

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（１）業務運営の改善及び効率化
② 教育研究組織の見直しに関する目標

教育研究の成果を評価するシステムを導入し、組織の見直しに反映する。中
期
目
標

浜松医科大学
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進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【３】 【３－１】 ｢博士（修士）論文の指導･審査実績｣の評価項目を加えた
教育研究組織について、教育・ 平成１７年度に実施した教員評 教員の自己評価を実施した｡
研究・診療別に評価を実施する 価の調査項目表及び個人評価指 Ⅲ。

針の見直しを行う。

【４】 【４－１】 修士課程については教授､准教授を指導教員とし､講師を副
学部の講座編成の見直し及び大 平成１９年から導入予定の准教 指導教員として研究指導を行うこととし､ 博士課程につ
学院の充実を図る。 授・助教等の大学院生の研究指 Ⅲ いては､教授を指導教員とし､准教授､講師､助教について

導について検討する。 は､教授を補佐し研究指導を行うことを確認した｡

【５】 【５－１】 本学附属病院に｢形成外科｣を開設したことに伴い､平成19
教育及び研究に関わる診療組織 ５､６年次の臨床実習に関わる診 Ⅲ 年度から､関連教育病院で行っていた皮膚科･形成外科の臨
の見直しを図る。 療組織の見直しを行う｡ 床実習を本学附属病院で実施することとした｡

ウェイト小計

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（１）業務運営の改善及び効率化
③ 人事の適正化に関する目標

教員人事の流動性と教員構成の多様化を推進し、教育・研究・診療の活性化と質の向上を図る。中
期
目

職員の専門性等の向上を図る。標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【６】 【６－１】 平成19年度導入の新しい教員組織の編成に向け、教員任期
全学的に教員任期制の導入を一 新しい教員組織の編成に向けた 規程、任期更新規程等を策定し全教員を対象に任期制の推
層推進する。 任期制を策定する。 Ⅳ 進に関する説明会等を開催した。この結果、多数の教員の

同意を得て、教員任期制を一層推進することができ、任期
付教員の割合が46ポイント向上した （平成18年４月48％。
→平成19年４月94％）

【７】 【７－１】 形成外科を新設（光医学診療部助教授ポスト１・病理部助
人件費の効率的運用を図る。 人件費の効率的運用を図る。 手ポスト1を振替え流用し助教授及び助手を配置）するに

Ⅲ あたり、附属病院各部門の臨床系教員の人員構成の編成の
見直しを行い、教育・研究・診療体制の充実及び教員ポス
トの効率的運用を図った。

、 、【８】 【８－１】 職員の専門性の向上を図るため 一般職員学外研修制度を
、 。職務の能力開発や専門性の向上 職務の能力開発や専門性の向上 Ⅲ 積極的に活用し 教育・研究・診療支援業務に反映させた

に資するための研修機会の充実 に資するための研修機会の充実 (平成18年度78件）
を図る。 を図る。

浜松医科大学
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浜松医科大学

ウェイト小計

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（１）業務運営の改善及び効率化
④ 事務等の効率化・合理化に関する目標

各種事務の集中化・電算化等により、事務処理の簡素化・迅速化を図る。中
期

事務組織・職員配置の再編、合理化を進める。目
標

事務職員の専門性の向上を図る。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

、 （ 、【９】 【９－１】 平成19年度更新に向けて 事務用電子計算機 人事・給与
電算システムを計画的に導入し １９年度更新に向けて、事務用 科学研究費、授業料債権等対応）の機種選定を行った。、
業務の迅速化・効率化を図る。 電子計算機（人事・給与、科学 Ⅲ

研究費、授業料債権等対応）の
機種選定を行う。

【１０】 【１０－１】 事務組織のあり方の検討を踏まえ、監査室及び研究協力室
事務組織及び事務分掌を見直し 事務組織のあり方の検討を踏ま Ⅲ を設置し、加えて係を統合するなどの組織の再編を実施し、
事務の一層の効率化・合理化を え、職員の再配置、事務組織の た。また、教室系事務職員を事務局へ配置換した。
図る。 再編を実施する。

【１１】 【１１－１】 業務見直しに基づき 病院時間外救急患者等受付業務 収、「 」「
外部委託の効率的活用により、 業務見直しに基づき、新たに４ Ⅲ 納窓口業務 「献体引取業務 「救急車運転業務」の業務を」 」
一層の事務合理化を図る。 件の業務を外部委託する。 外部委託した。

【１２】 【１２－１】 業務に関する専門的な知識を修得させるため、平成18年度
業務に関する専門的な知識を習 業務に関する専門的な知識を習 の研修実施計画に基づき研修（専門研修46件、階層別研修
得させるため、計画的に研修機 得させるため、計画的に研修を Ⅲ ５件、テ－マ別研修５件・計499人）を行い、研修成果を
会等の充実を図る。 行う。 大学の管理運営業務に反映させた。また、本学独自で主催

した倫理研修、接遇研修には、本学職員を講師に活用（人
事院主催の研修受講者）し、職員の倫理意識の向上、接遇
におけるコミュニケ－ションの在り方など意識を高めるこ
とができた。

ウェイト小計

ウェイト総計
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浜松医科大学

（１）業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

1.戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用 ○助教制度の活用に向けた検討状況
・医学系単科大学ということもあり 分野の特性から旧来より助手は独立性をもった教育 特○運営のための企画立案体制の整備状況 、 （

・学長は、７つの企画室（経営、研究推進、教育、調査・労務、情報・広報、病院運営、総 に臨床教育 ・研究を行っていたが、学校教育法の改正に際して検討した結果、助教の職を）
務）を設置、４名の理事及び３名の副学長にそれぞれの大学運営の重要なテーマの分担、 新設し、これまでの助手の高い独立性を保つとともに、流動性の高い活発な研究が行われ
企画立案を行わせるとともに、各室長に予算執行の権限を与えている。 る環境を整備し、新たに採用する際には必ず任期制とするよう定めた。既に在職している
・毎月 総合企画会議において各室長から 各企画室の企画立案 状況を報告し 教員に対しても、新職及び任期制についての理解を進めるため説明会を実施し、学位を取、 、 、ならびに進捗
それに対する意見交換、今後の実施方針等を検討し、承認を受けたものは法令や学内規則 得していない助手３名については論文等の審査を行ったうえで、学位取得者と同等の資格
に従い事項ごとに役員会、教育研究評議会、経営協議会及び教授会に附議される。各会議 があると認め、助手全員を助教へ移行させた。
には監事が出席し、直接審議過程を監査している。 なお、本人の同意のうえ助手119名中112名が任期制となった（平成19年３月26日現在 。）

○上記の企画立案部門の活動状況、具体的検討結果、実施状況
3.法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価を行い、必要に応じて資源配分の修・例えば下記の事項について検討・提案し、各審議機関で審議のうえ実施した。
正が行われているか。①職員の職業生活と家庭生活の両立支援等を目的として、子育てを行う職員が安心して働
○法人内における資源配分に関する中間評価・事後評価の実施状況くことができるよう学内に保育所を設置した。設置にあたっては、全職員からアンケ－

トを行い、その意向を踏まえつつ、室内環境、利用形態等を整備した。なお、将来的に ・増収方策のため採用した診療助手について収入見込みを達成しているかを確認（前年度と
は さらに利用者の拡大を図ることにより24時間保育の実施や増築も視野に入れている の比較）し、診療助教として採用を継続した。、 。
（ 12名 平成19年５月１日） ・年度途中において、上半期の事業の進捗状況の確認、自己収入の増収（約105,000千円 、利用者数 ）
②科学研究費補助金等、国からの研究費補助金については、実際に研究費が入金されるま 経費の節減等に基づき補正予算編成を実施した。
でかなりの時間を要することから、外部資金の適正使用の観点を踏まえ、研究費補助金
等の交付前使用に係る立替えの制度を導入し、研究の実施に必要な資金を大学運営資金

○評価結果を踏まえた資源配分の見直しの状況より一時的に立替えることができることとした （平成18年度10月から導入 実績１件）。
③公益通報保護法に対応するための浜松医科大学公益通報保護規定を「公益通報者保護法 ・年度途中において、収入の状況、事業の進捗状況等を踏まえ補正予算を編成し、下記のと
に関する民間事業者向けガイドライン」との調整を図った上で制定した。 おり事業を実施した。
④看護師確保対策の一環として、退職手当支給に代えて特別賞与の支給制度を新設し、様 ①老朽化に伴う緊急的な補修・更新事項（プールサイド、グランド等の周辺整備、病棟特

外来トイレからの緊急呼び出し設備の設置、外来の床の張替え、電算機々なライフプランを持つ新卒者に対応した給与体系とした さらにリフレッシュ休暇 採 殊便所の改修、。 （
、10年目、15年目）制 更新に伴うLANの敷設工事、集中治療部の待合室整備等、印刷機などの更新整備及び一般用から５年目 を導入し、福利厚生の充実を図った （平成19年度の。

修繕費の増等）総計80,000千円特別賞与の支給制度利用者６名）
⑤患者駐車場が新病棟建設用地なるため立体駐車場(職員専用)を建設し ②教育環境改善のための措置すべき事項（看護学科棟情報教室等の改修整備等）、従来の職員分を

12,000千円移動することにより患者用駐車可能台数を約100台分増加させた 患者用426台→533台。（ ）
。 ③診療の質の向上並びに増収 （腫瘍センター設置に伴う整備、診療科増現在、外来患者数1,100～1,600名に対応できている に向けた経営努力

設に伴う整備、メディカルスタッフ等のスキルアップ研修費等） 千円30,000
④省エネルギー推進のため措置すべき事項（省エネルギー対策に対する電力メータ設置経
費）19,000千円2.法人としての総合的な観点による戦略的・効果的な資源配分
⑤原油等の高騰による光熱費の増の補填5,277千円○法人の経営戦略に基づく学長裁量経費・人員枠やその他の戦略的配分経費の措置状況

・平成19年１月に設置した分子イメージング先端研究センターにおいて、学長主導による研 ・学長裁量経費以外の戦略的経費の配分について
究プログラムを組み、研究に必要となる動物用 装置 を大 ①プロジェクト研究を募集し、６件の研究課題に研究費（総額20,000千円）を配分した。PET/SPECT/CT （93,603千円）
学の自己資金（学長裁量経費）から購入設置した。 ②総合人間科学講座及び看護学科講座への研究費支援（総額5,100千円）を競争的にプロジ

・学長のリーダーシップにおける重点配分経費として、学長裁量経費401,646千円を確保し、 ェクト募集方式で行い４件の研究課題を採択した。
中期計画を踏まえ教育・研究等の質の向上を図るため次の事項を定め戦略的に重点配分を ③健康相談会や地域の初中等教育支援など８件の社会貢献活動に対し研究費（4,450千円）
した。 を配分した。

④若手の萌芽的研究育成のため９件に研究費（総額4,500千円）を配分した。
○上記の資源配分による事業の実施状況

のうち１名を退①教育環境を向上させるための経費：78,657千円 ・手術件数の増加に対応するため、平成17年度に麻酔蘇生科に採用した２名
教育環境の整備、課外活動設備及び福利厚生設備の整備等 助手の後任とし、他の１名を 任用した。これにより、通常職した臨床工学士の手術部 継続

②重点的研究を推進させるための経費：29,950千円 手術室９室のうち７室までの利用にとどまっていたものが、麻酔医増員により９室全室の
プロジェクト経費、企画型基盤育成事業、キャンパス情報ネットワ－ク装置等の更新経費等 利用が可能となった。
③危機管理体制整備のための経費：12,341千円
個人情報保護対策、図書館セキュリティ対策等

4.業務運営の効率化について④業務を改善するための経費：64,292千円
○事務組織の再編・合理化等、業務運営の合理化に向けた取り組み実績ホームページの充実、大学情報データベース構築、財務会計事務システム機能改修・補強等

⑤診療体制の整備及び病院収入の増加を図るための経費：216,406千円 ・法人化に対応した効率的かつ合理的な事務組織の実現及び業務の合理化を目指して、事務
診療体制を充実させるための人員増加の経費、腫瘍センター・形成外科の整備、診療機器 局全職員を対象としたヒアリングを実施し、平成17年度に「事務局業務分析・改善報告」
の更新等 を策定し、関係会議に報告するとともに、事務局職員に周知した。
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○内部監査の実施状況・ 事務局業務分析・改善報告」で提案した①業務の廃止・合理化②事務局組織の再編などを「
、 、実施した。加えて、人材資源の有効活用の観点から全ての教室系事務職員を平成19年４月 ・学長直属の監査室を設置し 内部牽制の観点からより適切な監査体制を整備するとともに

をもって、事務局に配置換をした。平成18年11月には、事務局各課を対象として当該業務 監事・会計監査人と連携しながら、平成18年度においては平成17年度分の全ての「科学研
改善実施計画における進捗状況及び今後の業務改善計画等も含めた検証を実施した。 究費補助金(文部科学省、日本学術振興会、厚生労働省)」について書面監査を実施し、さ

らに文部科学省、日本学術振興会からの科学研究費補助金については全件実地監査を実施・技術職員（一般職（一 ・旧行政職（一）相当）が持っている能力・技術等を十分に大学の）
、 。管理運営に還元させるため、技術職員組織等規程を大幅に改正し、技術部の一元化を行う したうえ 教授会において結果を報告して外部資金の適正使用について注意喚起を促した

また 「預り金」の管理状況について監査を実施した。こととした。これにより、①技術職員の退職等に伴う戦略的な配置を可能としたこと②技 、
さらに、監事・会計監査人・監査室の他、学長・財務担当理事・事務局等を含めた「内部術職員が持っている技術力を横断的に大学に還元するなど人材資源の有効活用を図ること
監査報告会」を実施し、問題点・改善策等を共有するなど、内部統制の充実を図った。まとした。
た、別に監事・会計監査人・監査室・事務局により問題点の抽出、改善のための「意見交
換会」を実施し、業務の更なる質的向上を目指した。5.外部有識者の積極的活用について

○外部有識者の活用状況
○監事監査、会計監査の実施状況及び監査結果の運営への活用状況・経営協議会において、さらに多くの外部意見を活用するため、外部委員を２名増員し、外

部委員７名（学内委員５名）とすることとした。 ・監事は法人の業務全般にわたり、業務執行の健全性の確保と業務効率の向上の観点から、
・産学官連携、知的財産戦略のための体制を整備するため、外部の知財専門家に依頼し、知 監査室、会計監査人とも連携し、会議出席、各企画室等とのヒアリング、書類閲覧等を通
的財産管理体制構築プランの策定、知財ポリシーの整備、学内の意識啓発等、知財戦略に じて監査を実施した。また、問題点等に対して必要な助言等を行った。
関する指導・助言・相談の機会（２回）を作った。また、平成19年４月から、知財専門家 なお、平成18年度の監事監査については次のとおりである。
（JST特許主任調査員経験者）を本学の知財活用コーディネータとして雇用し知財管理体制
の強化を図ることとした。 【監事監査】
・医の倫理員会において、法律学の専門家や人文社会科学の有識者及び一般の立場を代表す 平成18年度監査実施計画に基づき以下の監事監査を実施した。
る者として、弁護士、学者、医師等を外部委員として招き、各研究者から申請のあった倫 ①「社会保険事務局による個別指導に対する改善状況監査」
理審査に公平かつ中立的な立場から意見を述べていただいた。 実施状況:個別指摘事項ごとの、改善内容とその取り組み及び進捗状況、その後の課題・

問題点等について意見交換・質疑を実施
活用状況:「専任職員による診療科ラウンド指導 「電算システムの修正 「講演会・説○経営協議会の審議状況及び運営への活用状況 」、 」、

・ 県内公立病院等において、医師不足による過重労働により病院を辞め開業する医師が相次 明会の開催 「全医師に対する自己点検の実施」などを行い、成果も上がって「 」、
いでおり、病院の労働環境が一層悪化する悪循環に陥っている。病院での労働環境の改善 いるが、さらに「カルテ閲覧室」をスタートさせることとしている。
が望まれる」との意見を踏まえ、平成18年４月静岡県内の医師不足状況に対する対策とし
て①医師不足に関する情報交換、②大学内の医師派遣、登録、派遣要望等の透明性を高く ②「個人情報保護に関する監査」
することを主旨とした静岡県医師教育支援協会を設立し、県内病院長50名が参加して発足 実施状況:前回の監事監査において指摘事項であった、保有する個人情報の管理状況、対
した。11月17日第１回総会を開催し、状況の理解と大学からの医師派遣の状況を説明し、 応状況等について、その後の改善内容と取り組み・進捗状況・課題及び問題点
情報交換を行うとともに、大学内の医師の動向の情報を公開した。 等について意見交換・質疑を実施
・ 大学が生き残りをかけて何を目指すのかということを内外にアピールしなくてはならな 活用状況:個人情報保護に関し、学内通知及び講演会を通して全学的に周知徹底を図る一「
い。さらに、それに際しては大学の将来を担う若手教員などを加えた上で、構成員全体と 方、見直しの必要に応じて改善されており、情報システム面についても、現在
しての意志の結集を図ることが重要である」との意見を踏まえ、第２期中期目標期間を見 進行中であり、随時確立する方向であるため早期の対応を指示した。
据えての中長期的ビジョンを将来計画委員会で検討することとした。
・ 全国的な助産師不足に対して、大学として対応する必要があるのではないか」との意見を ③「看護師の確保に関する監査」「
踏まえ、現在看護学科に設けている助産師コース（６名）での対応は難しいため、専攻科 実施状況:病院再整備に伴い高度医療の提供及び看護サービスの向上の必要性から看護師
を開設しより多く（10名増員）の助産師を育成することとした。 確保対策について関係する部署等（看護学科教員を含む）から現状報告・確保

対策案等について意見交換を実施
活用状況:各部署等において、看護師確保に対する取り組み状況・対策案等について、既6.監査機能の充実について

に検討されてはいるが、短期間での確保には無理があり、また、病院単独で実○内部監査組織の独立性の担保等、監査体制の整備状況
・事務局組織再編の一つとして内部統制の仕組みの整備、法人としての自律的運営の確保及 現できるものではないことから、相互の連携強化を依頼し、再度フォローアッ
び法人化後の財務、労務、安全管理、病院経営、共済組合等の内部監査体制の充実を図る プすることとした。看護学科・看護部間の連携は強化されつつある。
ため、平成18年７月に「事務局組織変更」と併せて事務局から独立した学長直属の組織と
して「監査室」を設置した。 ④「環境保全意識の徹底に関する監査」
・会計検査院主催で開催された「各政府関係機関等内部監査業務講習会」(平成18年11月13日 実施状況:本年度発行予定の「環境報告書（案 」の説明を受けながら、昨年度版のフォ）
～17日)に監査室長が出席し研修を行った。 ローアップ及び病院再整備に伴う環境に対する現状報告及び意見交換を実施

活用状況:「環境報告書(案)」については、昨年度と比較し格段の充実を図る方向で作成
されてはいるが、教職員及び学生を含む大学全体に対しての環境保全意識のさ
らなる徹底を依頼。また、環境に関する各委員会組織の見直しについても検討
を依頼した。
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7.従前の業務実績の評価結果について運営への活用について
○全職員との情報の共有化（H17要望事項）
・学内専用ホームページに各種申請様式等を掲載し、全職員が簡便に利用できるように配慮
した。
・附属病院の管理・運営方針について職員を対象に病院長（財務担当理事）による説明会を

、 。 、 、２回実施し 多数の職員が出席した これにより 大学及び附属病院の運営・経営に関し
職員の理解を深めた。

○新しい大学に適合した事務組織体制づくり（H17要望事項）
①監査室の設置
内部統制の仕組みの整備、法人としての自律的運営の確保及び法人化後の財務、労務、
安全管理、病院経営、共済等の内部監査体制の充実を図るため、事務局から独立した学
長直轄の組織として監査室を設置した。
②研究協力室の設置
自立した法人として管理運営を行う観点から、外部資金獲得部門等の競争力を必要とす

るため、研究協力室を設置し、平成19年４月から室長を専任とした。る部門の強化を図
③人件費管理体制の確立
人件費の合理化に対応するため、人件費やそれに関連する人事企画（採用、退職等）と
職員給与について、効率化係数による運営費交付金の削減のほか、高齢者雇用の義務化
等を踏まえつつ、全学的かつ長期的視点に立って計画を策定し、管理する体制を構築す
ることが急がれる。このため、人件費管理を含めた人事企画担当の職員を人事課に配置
した。
④係の再編
労務、病院調達及び国際交流部門の効率化、合理化を図るため、人事課職員係と共済組
合係を職員・共済組合係に、病院管理室病院物流管理係と病院用度係を病院調達係に、
総務課国際企画担当（専門職員）と学務課留学生担当を学務課国際交流・留学生係に統
合した。
また、財務決算及び財務諸表の作成、経営分析等の財務決算体制の強化を図るため、会

（ ） 、 、計課経営分析担当 専門職員 及び財務担当を統合し 財務決算係を設置するとともに
主体的に財務戦略を企画するため、司計係を財務企画係とした。

○大学運営に関する企画立案力・専門性向上のための職員の能力向上方策について、更に検
討を進めることが望まれる（H16指摘事項）
・職員の能力向上の方策として、平成16年度に整備した学外研修制度を積極的に活用し業務
に反映させた （平成18年度79件・100名）また、中期計画期間中における６年間の「事務。
系職員研修計画」に基づき、平成18年度も計画どおり実施し、研修成果を大学の管理運営
業務に反映させた （専門研修46件、階層別研修５件、テ－マ別研修５件・計499人）。
・特に本学独自で主催した倫理研修、接遇研修、会計研修には、平成18年度研修実施計画に
おいて人事院等の他機関で受講した職員を講師として活用し、職員の倫理意識、コミュニ
ケ－ションの在り方、財務会計知識の向上などについて意識を高めることに役立てた。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（２）財務内容の改善に関する目標
① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

科学研究費補助金など外部研究資金、その他の自己収入の増加を図る。中
期
目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【１３】 【１３－１】 科学研究費補助金については、平成18年９月に科学研究補
研究推進企画室を設置し、科学 科学研究費補助金 奨学寄附金 助金学内説明会を開催し、副学長（研究・社会貢献担当）、 、
研究費補助金、奨学寄附金、受 委託研究費及び共同研究など外 Ⅲ から研究計画書の作成に関する注意点等の応募申請のアド
託研究費、共同研究など外部資 部資金の増加を図るための方策 バイスを行い、学内の応募申請の増加を図った。また、採
金の増加を図る。 を引き続き検討し、実施する。 択率の向上のため、研究推進企画室メンバーによるアドバ

イスサービスを実施したところ、16件の利用があった。

【１４】 【１４－１】 平成16年４月から外来駐車場・職員駐車場の駐車料金を大
自己資産の活用により自己収入 自己資産の活用により自己収入 学法人の自己収入として組み入れており、平成17年度に病
の増加を図る。 の増加を図る。 院再整備準備のため不足となる職員駐車場の拡張工事を実

施した。
平成18年度は、外来患者数の増加等もあり、約58,750千円

Ⅲ の収入があった。
【駐車場収入額】

平成18年度約58,750千円

平成16年４月から職員宿舎の入居者の範囲を研修医等にも
拡大し、職員の通勤時間の短縮に役立てた。
入居率は平成16年３月時77％であったが平成19年3月時は
86％であった。結果として法人化前と比べて、7,400千円
増収した。
【収入額】

平成18年度約37,100千円

【１５】 【１５－１】 JST（独立行政法人科学技術振興機構）の特許申請支援制
知的財産の権利化を促進し、特 JST（独立行政法人科学技術振興 度を利用して、海外特許出願をした。
許収入の獲得を目指す。 機構）の特許申請支援制度を利 Ⅳ 静岡TLOとの連携を図り、本学発明の特許ラインセンス活

用して、海外特許出願をする。T 動を行った結果、特許収入（1,874千円）を得ることがで
、 、 。LOと連携を図り本学所有の特許 き さらに寄附講座の導入 共同研究の受入に結びついた

のラインセンス活動を行う。

ウェイト小計

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（２）財務内容の改善に関する目標
② 経費の抑制に関する目標

浜松医科大学
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管理的（固定的）経費の抑制を図る。
中
期

「 」（ ） 、目 行政改革の重要方針 平成17年12月24日閣議決定 において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ
人件費削減の取組を行う。標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【１６】 【１６－１】 外部委託の実施
事務等の効率化・合理化により 検討した改善案に基づき、業務 ①「病院時間外救急患者等受付業務」、
管理的経費の抑制に努める。 の効率化を図ると共に実施可能 ②「収納窓口業務」の実施

な業務のアウトソーシングを推 Ⅲ ③「献体引取業務」の実施（平成18年４月～）
進し、人件費の削減を目指す。 ④「救急車運転業務」の実施（平成18年12月～）

上記の業務委託を実施したことにより、約11,700千円の費
用効果が認められた。

【１６－２】 平成18年度契約より業務の安定化等を図るため、電話交換
業務の安定化及び費用の削減を 業務契約の複数年契約を実施した。
図るため、複数年契約を拡大す また、平成19年度契約から業務の安定化等を図るため、更
る。 Ⅳ に５件の複数年契約を実施することとした。

①警備業務
②附属病院医療事務業務
③附属病院診療録出入庫等業務
④磁気共鳴断層撮影装置保守
⑤システマ・トリーブカルテ管理システム保守
これにより、前年度と比較した場合、年間約17,600千円の
削減見込み。

、「 」【１７】 【１７－１】 外注可能な業務について 職員が実施した場合の人件費
費用効果を検討し、絶えず経費 外注に伴う委託費と人件費の費 と「外注委託した場合の費用」とを比較し、費用効果を検
節減に努める。 用効果の比較を実施する。 Ⅲ 討した。

①「病院時間外救急患者等受付業務」
②「収納窓口業務」
③「献体引取業務」
④「救急車運転業務」
上記の業務委託を実施したことにより、約11,700千円の費
用効果が認められた。

【１８】 【１８－１】 平成17年度の人件費予算相当額ベースから2.1%の人件費を
総人件費改革の実行計画を踏ま 平成１７年度の人件費予算相当 削減した。
え、平成21年度までに平成17年 額をベースに、概ね２％の人件 Ⅲ
度の人件費予算相当額をベース 費の削減を図る。
に、概ね4％の人件費の削減を図
る。

ウェイト小計

浜松医科大学
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浜松医科大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（２）財務内容の改善に関する目標
③ 資産の運用管理の改善に関する目標

経営的視野に立った本学の資産（土地、施設、設備等）の効率的・効果的な運用を図る。中
期
目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【１９】 【１９－１】 工事記録、設備台帳、エネルギー管理等のデータをひとつ
全学的な施設マネジメントを推 工事記録、設備台帳等の維持保 Ⅲ ファイルから確認・修正・追記等のできる構成とし、維持
進するため施設管理システムを 全データとエネルギー管理デー 保全データを共有化した施設管理システムを構築した。ま
構築し、施設の効果的活用を図 タを統合した施設管理システム た、施設利用状況調査結果を学内専用ホームページに掲載
る。 の構築を行う。また、施設利用 し、利用者に情報開示を行った。

状況調査結果の学内への情報開
示を進める。

【２０】 【２０－１】 平成19年度契約に向けて損害保険契約の内容の見直しを行
資産の危機管理対策を確立する 重要資産である建物、設備等の い、一部契約内容を変更した。。

破損等に対する損害保険の契約 Ⅲ 資金管理委員会を設置し、資金管理の効率的運用及び安全
内容の妥当性等について見直し 化を実行している。
を実施する。 資産（図書）の不正持出防止のため、附属図書館の出入管

理システムを更新し、セキュリティーを強化した。

ウェイト小計

ウェイト総計
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浜松医科大学

（２）財務内容の改善に関する特記事項等

1.財務内容の改善・充実 2.人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定等を通じて、人
○経費の削減、自己収入の増加に向けた取組状況 件費削減に向けた取り組みについて

○中期計画において設定された人件費削減目標値の達成に向けた人件費削減の取組状況・各部署に省エネルギー推進担当者 を設置し、省エネ報告を義務付け、全職(94職域、115名)
員に対する広報を実施し、省エネの意識向上に努めた。 ・政府の「行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定 」を踏まえて、平成17年度に事）
また、職員の節約に係る意識改革の向上を図るため、平成17年度から２年計画で研究棟の 務職員等の定年退職者の後任不補充を柱として、超過勤務手当の削減、教職員の欠員分の
各講座に電力計測装置を取り付けた。 見直し等について総人件費削減に関する具体的方策を策定した。
・病院職員全員に経営参加を呼びかけ、コスト意識を高め、医療材料、物流管理面で経費削 これら方策により平成18年度は、事務職員（１）及び技術職員（２）の定年退職者の後任
減を実施した。 不補充を予定どおり実施した。
物流管理委員会で医療材料の価格、種類等の見直しを行い、同種器材の検証、競争契約品 加えて、教務員（動物実験施設 、技術職員（解剖学）の辞職（自己都合退職）における後）
目の拡大を行うとともに契約交渉により平成17年度に比べ平成18年度は2,028千円の 任不補充とした。医学部所属の技術職員を臨床工学士として附属病院手術部への配置換を経費節

行い、人的資源の有効活用を図った。減となった。
薬剤の契約については、平成17年度の値引き率10.5％であったが、平成18年４月の薬価引
下げ（約３％）の影響があり、当初約7.5％のところ10.2％とした。

3.従前の業務実績の評価結果について運営への活用について・警備業務、医療事務業務、診療録出入庫等業務、MRI装置保守、カルテ管理システム保守に
○財務の健全性（H17要望事項）ついて平成19年度より複数年契約とすることとし、単年度契約の見積金額より17,600千円

（年間）節減できる見込みとなった。 ・毎月の予算執行状況、収入確保状況、附属病院の稼動状況及び人件費の執行状況等につい
・平成16年４月から外来駐車場・職員駐車場の駐車料金を大学法人の自己収入として組み入 て経営企画室会議に報告し、財務の安全性の確保及び資源再配分の必要性等について協議
れており、平成18年度は、外来患者数の増、非常勤職員数の増等もあり、約58,750千円の している。
収入となった。

研修医等にも拡大し、職員の通勤時間の短縮に役立てた。結果・職員宿舎の入居者の範囲を
として法人化前と比べて7,400千円増収した。
平成15年度約29,700千円
平成18年度約37,100千円

・病院収入の増収方策として以下の取組を行った。
①診療科の増設（形成外科、臨床薬理内科 、腫瘍センターの設置）
②ＭＤ－ＣＴ装置の導入（リース契約）による画像診断料の増収
③卒後３年目医員の採用（19人 、理学療法士、視能訓練士、臨床検査技師（検査部、輸血）

量の拡大と効率化を行った。部 、薬剤師、放射線技師（手術部）等の採用による業務）
上記の方策等による実施後の経済効果（対前年度）は以下のとおりであった。
1）初診患者は総数 2,364人増（19,810人→ 22,174人）
2）紹介患者数は 735人増（ 9,316人→ 10,051人）
3）手術件数 14件増（3,925件→ 3,939件）
4）１日平均外来患者数 23.2人増（1,166.9人→ 1190.1人）

・静岡ＴＬＯとの連携により、本学から生まれた特許を静岡ＴＬＯが企業とのオプション契
約を締結し、特許収入（1,870千円）を得た。また、この特許により共同研究及び寄附講座
の設置に結びついた。

○財務情報に基づく取組実績の分析
・毎月の予算執行状況、収入確保状況、附属病院の稼動状況及び人件費の執行状況等につい
て経営企画室会議に報告し、財務の安全性の確保及び補正予算の編成の必要性等について
協議している。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（３）自己点検・評価及び情報の提供に関する目標
① 評価の充実に関する目標

自己点検・評価及び第三者評価を厳正に実施するとともに評価結果を大学運営の改善に十分反映させる。中
期
目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【２１】 【２１－１】 評価実施計画に基づき、個人評価の実施、研究活動評価を
評価担当の理事を室長とする専 整備した体制に基づく自己点検 Ⅳ 行った。また認証評価を受審するための自己点検を実施し
門の組織を設置し、自己点検・ ・評価を実施する。 た。
評価体制を再編強化する。

【２２】 【２２－１】 個別の研究課題に対し評価を行い、研究費を配分した。
自己点検・評価結果を大学運営 評価と連携した予算配分、組織 Ⅲ (19件 29,600千円)また、事務職員の職務内容を点検する
に反映させるシステムを構築す の見直し等を実施する。 とともに組織の効率化を図るため事務組織を見直し、教室
る。 系事務職員を全て事務局に配置換えし、定型的な業務は非

常勤職員等を充てることとした。

【２３】 【２３－１】 教員、教務員及び病院職員等の個人評価を実施し、この結
教職員の教育・研究・診療等の 教職員の教育・研究・診療等の Ⅲ 果を12月期の勤勉手当に反映させた。また、新たに事務職
業績を総合的に評価するシステ 業績に基づく総合的な個人評価 員の個人評価を試行した。
ムを構築し、優れた教職員に対 を実施する。

。するインセンティブを導入する

【２４】 【２４－１】 国立大学法人評価委員会の意見を参考とし、より多くの外
評価・改善を通常業務に組み入 評価等で指摘された事項の改善 Ⅲ 部識者の意見を取り入れるため、平成19年度から経営協議
れたシステムを構築する。 策を検討し、実施する。 会の外部委員を増員することを決定した。

ウェイト小計

浜松医科大学
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（３）自己点検・評価及び情報の提供に関する目標
② 情報公開等の推進に関する目標

教育研究活動の状況など大学運営に関する情報提供の充実を図る。中
期
目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【２５】 【２５－１】 新たに刊行物等評価部会を設置し、広報・情報提供全般に
広報誌、ホームページ等の点検 大学が行う広報及び情報提供全 関し広報ポリシーに沿った編集、発行がされているか評価
・見直しを行い、広報の在り方 般に関して、全学的な体制を整 Ⅲ するための体制を整備した。
を検討するとともに、学内外へ 備する。
積極的に情報を提供する。

【２６】 【２６－１】 データの有効活用を図るため、学内で利用可能な情報シス
大学の知的情報、財務内容及び 大学情報の一元化を図るため、 テム（総務・会計・学務）で取り扱うデータについて検討

。 、 、管理運営等に関する情報を一元 学内で稼動する外部システムと Ⅲ を行った その結果 情報の効率的な利用を可能とすべく
的に把握し、データベース化を の連携機能の実装に加え、財務 外部資金獲得状況及び教員基本情報を取得するため、科学
促進し、社会の求めに応じて情 内容をはじめとする組織構成情 研究費補助金経理事務システム・人事事務システムとの連
報を提供する。 報の整備を行う。 携インタフェースの開発を行った。

【２７】 【２７－１】 ホームページに各診療科等の後期研修プログラム、後期研
卒後臨床研修生の確保のため、 卒後3年目以降の後期研修のため 修説明会の案内、募集要項、願書、後期研修担当者一覧を
処遇や進路について、広報活動 の研修プログラムの情報提供を Ⅳ 掲載した。また、後期研修プログラムの冊子を作成し配布
の推進を図る。 充実させる。 した。平成18年９月９日、後期研修プログラム説明会を開

催し、25名が参加した。平成18年度卒後３年目医師は62名
登録し、平成19年４月までに約50名が市中病院へ紹介派遣
された。

ウェイト小計

ウェイト総計

浜松医科大学
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浜松医科大学

（３）自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項等

1.情報公開の促進について
○情報発信に向けた取組状況
・本学が作成する大学概要やニュースレターについては、ホームページ上に掲載し、紙媒体
に次ぐ情報提供の一翼を担っている。
・研究活動一覧については、平成10年度から平成16年度までの情報を講座毎に講座構成員・

（ ） 、英文原著論文 I.F ・和文原著論文・総説・著書・特許数・外部資金獲得状況等を掲載し
本学の研究活動の内容を学内外に向けて積極的にアピールしている。

2.自己点検・評価の実施について
○教職員の個人評価と処遇や人件費（人員）管理
・職員個人の評価については、教員は５領域（教育、研究、診療、社会貢献、管理運営 、教）
務員・技術職員は３領域（教育、研究、診療の支援）についてエフォートを組み込んだ調

、 （ 、 、 、査票及び評価指針に基づき 病院職員については個々の部局 看護部 放射線部 検査部
リハビリテーション部）で仕事内容に応じた評価指針を作成して、平成17年度の試行実施
を踏まえた改善を行ったうえで本格実施した。
評価は全職員が、調査票で求められている項目について自己評価を行い、責任者が面談し
て一次評価を行い、全体的な評価や評価バランスについては、理事、病院長などが二次評
価を行った。責任者については、理事が複数で評価を行った。

、 、評価結果を12月期の勤勉手当に反映させるとともに 結果が思わしくない者については
学長、理事等が個別に面談を行いアドバイスをするなど具体的な改善策をとった。
・事務職員（事務局）についても「事務職員人事評価制度」を策定し、第一次試行を実施し
た。

○大学評価への組織的取組
・大学認証評価を平成19年度に受審するため、教育を中心に自己点検評価を実施するととも
に、評価機関へ提出するための報告書としてまとめた。

3.従前の業務実績の評価結果の運営への活用について
○評価結果の法人内での共有や活用のための方策
・各種評価結果については、役員会、教育研究評議会、経営協議会に報告するとともに教授
会や職員に対する経営説明会等にも報告し、ホームページにも掲載した。
・病院においての昨年度経営報告や平成18年度の計画及び取組・経営の経過等について、年
２回（５月９日、11月30日）職員を対象に病院長が説明を行った。
・平成17事業年度に係る評価委員会からの指摘事項はなかったが、総合企画会議において、
評価報告書を分析し、記載されている要望及び平成16年度指摘事項の改善を平成18年度に
着実に実行できるように担当企画室において取組を企画・立案させた。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（４）その他の業務運営に関する重要項目
① 施設設備の整備・活用等に関する目標

施設整備に関する長期的な構想を策定し、計画的な施設整備・管理を行う。中
期

施設整備・管理にあたっては、バリアフリー、環境保全などの社会的要請に十分配慮する。目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【２８】 【２８－１】 施設利用状況調査結果を学内専用ホームページに掲載し、
施設の利用状況等を点検し、教 施設点検結果を基に利用状況の 利用者に情報開示を行った。施設マネジメント専門委員会
育研究スペースの配分の適正化 実態をまとめ、問題の改善を図 Ⅳ では施設利用状況調査結果に基づき、改善を必要とする箇
を図る。 る。 所には要請を行い有効活用を図っている。学内組織変更等

による空きスペースは施設マネジメント専門委員会預かり
とし、寄附講座等での有効活用することとした。また、男
女共同参画の推進及び次世代育成支援対策として保育所の
整備並びに病院再整備に伴い患者駐車場が不足するため、
土地の有効活用を図るうえで立体駐車場整備に着手した。

【２９】 【２９－１】 引き続き施設パトロールを実施し要修繕箇所の更新、前年
建物設備の機能性確保の点検を 維持保全整備年次計画に基づき 度の要修繕箇所の改善を進めると共にライフサイクルを考、
行い、維持保全整備年次計画を 計画的な施設整備・管理を行う Ⅳ 慮した維持保全整備年次計画の修正をした。要修繕箇所の。
作成する。 ランク及び維持保全整備年次計画に基づき附属病院外来床

シートの張替、機器等の更新・修繕、空調用設備等の主要
。 ）機器の点検整備を計画的に実施した (改善78件を実施

【３０】 【３０－１】 平成16年度作成した耐震計画書に基づき、武道館の耐震補
予想される東・南海地震に備え 耐震改修計画に基づき、その実 Ⅳ 強工事を行い耐震診断指標（Is値）を0.19から1.14に改善
て 学内の防災対策を点検する 現に努める。 した。、 。

、 。【３０－２】 防災点検項目結果に基づき 防災点検改善計画を作成した
施設設備の防災点検項目結果に Ⅲ また、平成18年度は特高変電所直流電源装置蓄電池更新、
基づき改善計画を作成し、改善 中央監視制御設備無停電電源装置更新等11件の改善を実施
を行う。 した。

【３１】 【３１－１】 人に優しいキャンパス作りの方策を基に、病院までの歩道
、 。 、施設設備計画にはユニバーサル 人に優しいキャンパス作りの方 Ⅲ 等の段差解消 管理棟１階に身障者便所を整備した また

デザインを導入し、人に優しい 策に基づき、引き続き改善を行 外来便所等に患者等の急変に対応するための緊急呼び出し
キャンパスを目指す。 う。 装置を設置した。

【３１－２】 「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配
「環境情報の提供の促進等によ 慮した事業活動の促進に関する法律」に基づき、グリーン
る特定事業者等の環境に配慮し Ⅲ 購入法による物品の調達、省エネ法によるエネルギーの削
た事業活動の促進に関する法律 減、廃棄物管理、構内の環境保全等を計画的に推進して環」
に基づき、グリーン購入法、省 境報告書を作成し、平成18年９月に本学HPに掲載し公表す
エネ、廃棄物管理、構内の環境 るとともに文部科学省、静岡県、浜松市等に配付した。
保全等を計画的に推進し、環境
報告書にまとめる。

【３２】 【３２－１】 計画書に基づき、外灯のランプ・安定器の省エネタイプへ

浜松医科大学
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エネルギー消費量の把握及び分 各エネルギー削減目標に基づき の取替を31箇所行い、年17,000kwhの節電見込み。病院棟
析による各エネルギー削減計画 省エネ型機器への変更を行うと ４階廊下の照明設備の人感センサー化を行い、年1,000kwh
を策定し、必要設備の改善に努 ともに、エネルギー使用状況詳 Ⅳ の節電見込み。高圧用空調ポンプのインバータ化を行い年
める。 細データを把握しエネルギーの 195,000kwhの節電見込みである。また、空調用設備等主要

運用方法、管理体制を検証し、 機器の電気使用量を把握し、より高効率の機器の運用を図
省エネルギーのための改善を行 ると共に管理標準に基づく管理体制の推進を行った。その
う。 結果平成18年度のエネルギー使用量は平成17年度に比べ原

油換算185KL(約2.9％)削減した。また、平成16年度と比べ
ると原油換算511KL(約8.0％)削減した。
また、エネルギー使用量の詳細なデータを得るため、前
年に引き続き基礎臨床研究棟に部門毎電気使用量を把握で
きるシステム（２年計画の２年目）を導入した。エネルギ
ーの使用の合理化に関する法律に基づき、平成18年９月に
定期報告及び中期計画を関東経済産業局及び文部科学省に
提出した。

ウェイト小計

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（４）その他の業務運営に関する重要項目
② 安全管理に関する目標

法人化に対応した安全管理体制の確立を図る。中
期
目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【３３】 【３３－１】 衛生管理者及び産業医の学内巡視を昨年度と同じ体制で引
労働安全衛生法を踏まえた安全 労働安全衛生法を踏まえた安全 き続き実施し、改善箇所に対して指導書を発行し、改善の
管理体制を整備する。 管理体制を維持する。 Ⅲ 実行を図った。

また、労働安全衛生に関する資質向上を図るため、全職員
を対象とした「安全衛生管理に関する講習会（本学職員の

、 ）」心身の健康状態について 健康診断からみた健康づくり
を開催した。

【３４】 【３４－１】 昨年度に引き続き労働安全衛生法に伴う環境測定（事務所
、 、学内施設等の安全対策の実施状 薬品管理・廃棄の一元化を図り ：２ヶ月以内毎に１回 放射線業務：１ヶ月以内毎に１回

況を点検し、整備に努める。 安全対策に努める。 Ⅲ 有機溶剤及び特定化学物質：６ヶ月以内毎に１回）及び局
所排気装置等定期点検（１年以内毎に１回）を実施し問題
点がないことを確認して、職員の安全と健康を確保した。
また、毒劇物取締法、ＰＲＴＲ法、特定化学物質等障害予
防規則及び有機溶剤中毒予防規則等を対象とした薬品の調
査様式を定め、学内情報ＬＡＮを利用して、調査・集計す
る体制とした。

ウェイト小計

浜松医科大学
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浜松医科大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（４）その他の業務運営に関する重要項目
③ その他の目標
ⅰ 教職員のモラルの向上に関する目標

教職員の服務規律を定め、行動規範の周知を図る。中
期
目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【３５】 【３５－１】 倫理規程、服務規律及び服務ポリシ－等をホ－ムペ－ジに
教職員の遵守すべきガイドライ 策定したガイドラインを、異動 Ⅲ 掲載し、全職員に対して周知を行った。全ての異動職員等
ンを策定し、周知徹底させる。 等の職員を含めた全職員に必ず に倫理規程、服務規律等の説明を行った。

、 。説明等を行い 周知徹底を図る

【３６】 【３６－１】 セクシュアル・ハラスメント及びその他のハラスメントの
セクシャル・ハラスメント等の 引き続き定期的にセクシャル・ Ⅲ 実例、対処法、予防措置、啓発活動などを課題とした研修
防止対策を充実させる。 ハラスメント等の防止のための 会（２日間）を実施した。さらに来年度のセクシュアルハ

講演会を開催し、全職員、学生 ラスメント体制等の充実を図るため、アンケ－ト調査を実
に対して啓発活動を実施する。 施した。

ウェイト小計

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（４）その他の業務運営に関する重要項目
③ その他の目標
ⅱ その他の目標

ボランティアを導入して、地域社会との交流を図る。中
期
目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【３７】 【３７－１】 ボランティアの受入れ指針、活動要領に基づき、地域の公
ボランティアの受け入れに関し 策定したボランティアの活動指 共施設等に募集チラシの配付、ポスタ－の掲示、関連情報
て、計画及び指針をまとめる。 針及び要項に基づき、広報活動 誌への掲載等を実施した結果、昨年度の５名に加えてさら

の充実及び交流会等を設け、ボ Ⅲ に１名の増加があった。また、病院ボランティアと病院長
ランティアとの交流の場を広げ との懇談会を定期的に開催し、病院ボランティアから提出
る。 された要望事項等を病院の管理・運営に反映させた。加え
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浜松医科大学

て、本学学生によるボランティアを病院のボランティアに
活用し、患者支援の充実を図った。

ウェイト小計

ウェイト総計
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浜松医科大学

（４）その他業務運営に関する重要事項の特記事項等

・環境マネジメント委員会で「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮し1.施設マネジメント等への取組状況
た事業活動の促進に関する法律」に基づき、グリーン購入法による物品の調達(平成17、18○施設マネジメント実施体制及び活動状況
年度とも100％の達成)、省エネ法によるエネルギーの削減(平成17年度5.1％､平成18年度・将来構想検討委員会の下に施設マネジメント専門委員会 財務担当理事委員長 を設置し（ ） 、
2.9％)、廃棄物管理、構内の環境保全等を計画的に推進して平成17年度の環境報告書を作施設の有効活用を中心にキャンパスマスタープラン、利用計画、エネルギー管理（省エネ
成し、平成18年９月に本学ホームページに掲載し公表するとともに文部科学省、静岡県、対策含む 、保全計画等について審議している。平成18年度は3回開催し、平成19年度概算）
浜松市等に配付した。要求事項及び組織変更による空きスペースの有効活用について審議するとともに有効活用

に係る規程の見直しを行っている。この他、男女共同参画の推進及び次世代育成支援対策 また、学内の環境保全をより一層推進するため、環境マネジメント委員会を中心に安全衛
として保育所の整備並びに病院再整備に伴い患者駐車場が不足するため立体駐車場の整備 生委員会、施設マネジメント専門委員会及び医療廃棄物処理センター運営委員会と連携を
に着手した。 強化することとした。

・医療廃棄物処理センター運営委員会では毎年廃棄物処理計画書の見直しを行い、教授会及
び診療科長・中央診療施設長等部長会議で報告するとともに、学内ホームページに廃棄物○施設整備計画（キャンパスマスタープラン等）策定状況

・平成12年度に策定した施設長期計画を平成17年度に見直しを行い、平成18年度キャンパス 処理計画書を掲載し、廃棄物の処理方法、分別方法について周知し適正な処理に努めてい
マスタープランとして策定した。 る。

また、ゴミ置き場には排出者が適切な処理をするための図解を標記したほか、ゴミ回収業
者に対しても指導及び助言を行っている。○施設・設備の有効活用の取組状況

・施設利用状況調査結果を学内専用ホームページに掲載し、利用者に情報開示を行った。施
2.危機管理に対する取組状況設マネジメント専門委員会では施設利用状況調査結果に基づき、改善を必要とする箇所に
○災害、事件・事故、薬品管理等に関する危機管理マニュアルの作成等を含む全学的・総合は要請を行い有効活用を図っている。
的な危機管理の態勢の整備状況・学内組織変更等による空きスペースは施設マネジメント専門委員会預かりとし、講座等に

有効活用することとした。 を ・危機管理会議において、想定されるリスクを整理し、信用失墜リスクに関して全学的な見平成19年度4月1日から寄附講座に220m ３年間使用させること2

地で危機管理マニュアルを作成することとした。とした。
本学においてあらゆるハラスメントをなくし、全ての学生及び教職員が安心で快適な活動また、病院再整備に伴い患者駐車場が不足するため、土地の有効活用を図るうえで立体駐 ・
ができるよう 「セクシュアル・ハラスメントの防止等に関するガイドライン」を全面改正車場整備に着手した。 、
し、アカデミック及びパワ－・ハラスメントを含めた統合型のハラスメントガイドライン
を策定した。○施設維持管理の計画的実施状況（施設維持管理計画等の策定状況）

・引き続き施設パトロールを実施し要修繕箇所の更新、前年度の要修繕箇所の改善を進める
○研究費の不正使用防止のための体制・ルール等の整備状況と共にライフサイクルを考慮した維持保全整備年次計画の修正をした。要修繕箇所のラン

ク及び維持保全整備年次計画に基づき附属病院外来床シートの張替 機器等の更新・修繕 ・学長を最高管理責任者とし、理事（財務・病院担当）を本学全体を統括する実質的な責任、 、
空調用設備等の主要機器の点検整備を計画的に実施した。(改善78件を実施） と権限を持つ統括管理責任者とし、総務部長を経理の統括者としている。また、科学研究
また、防災点検項目結果に基づき、防災点検改善計画を作成し、平成18年度は特高変電所 費補助金取扱規程等に基づき実施している。
直流電源装置蓄電池更新 中央監視制御設備無停電電源装置更新等11件の改善を実施した 1)検収業務について、当事者以外によるチェックが有効に機能するように、納品物品の検、 。

査・確認を行う全学的な「検収室」を管理棟１階に設置し、事務局職員による検収体制
を実施している。○省エネルギー対策等の推進や温室効果ガス排出削減等の環境保全対策の取組状況

・省エネルギー推進専門部会を3回開催し、エネルギーの使用状況の把握や省エネルギーの推 2)内部監査の充実を図るため、学長直属の監査室を設置した。本年度においては平成17年
進・対策について協議検討を行い、省エネポスター等の広報活動、省エネ講習会の開催を 度分の全ての「科学研究費補助金(文部科学省、日本学術振興会、厚生労働省)」につい
実施した他、各職域に配置した省エネルギー推進担当者 へメーリングを活 て書面監査を実施し、さらに文部科学省、日本学術振興会からの科学研究費補助金につ(94職域、115名)
用して、エネルギーの使用状況の周知及び省エネの啓発を要請し、全学的な省エネの推進 いては全件実地監査を実施した。また 「預り金」の管理状況について監査を実施した。、
を行っている。 3)機関内外からの情報の伝達を確保するために「国立大学法人浜松医科大学公益通報者保
また、省エネルギー対策計画書に基づき、外灯のランプ・安定器の省エネタイプへの取替 護規程」を定め、公益通報窓口として監査室を充てた。
を31箇所、病院棟4階廊下の照明設備の人感センサー化、高圧用空調ポンプのインバータ化 4)科学研究費補助金等、国からの研究費補助金については、実際に研究費が入金されるま
等を行い、年213,000kwh(1.1％）の節電見込みである。空調用設備等主要機器の電気使用 でかなりの時間を要することから、外部資金の適正使用の観点を踏まえ、研究費補助金
量を把握し、より高効率の機器の運用を図るともに管理標準に基づく管理体制の推進を行 等の交付前使用に係る立替えの制度を導入し、研究の実施に必要な資金を大学運営資金
った。 より一時的に立替えることができることとした。

5)職務権限を明確化するため「職務権限委任規程」の改正等を行い、物品の購入契約等にその結果18年度のエネルギー使用量は平成17年度に比べ原油換算185KL(約2.9％)を削減し、
係る検査の責任者、検査員及び検査補助者を明らかにした。平成16年度のエネルギー使用量をベースに５年間で10％削減する目標に対して原油換算511
6)不正な取引に関与した業者への取引停止等の方針として「国立大学法人浜松医科大学にKL(約8.0％)の削減となった。二酸化炭素排出量は平成17年度に比べ247t-CO2（1.8％）を
おける物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領」を定めた。削減し、平成16年度に対して923t-CO2(6.8％)の削減となった。水の使用量については平成
7)会計処理のルール・手続きを明確化するため 「旅費・謝金の支払手続き 「物品の購入17年度と比べ上水5,547t(5.0%)、工業用水22,778t(18.2％)、下水21,206t(10.3％)を削減 、 」、
手続き」等について、会計課ホームページに掲載した。し、平成16年度の使用量をベースに5年間で5％の削減する目標に対して上水11,378t(9.6
8)平成19年２月に示された 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン 実％)、工業用水31,981t(23.8％)、下水36,574t(16.4％)を削減し、目標値を達成済みである 「 （
施基準 」を踏まえた本学のガイドラインの策定に着手した。が、より一層の削減を図った。 ）
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（１）教育に関する目標
① 教育の成果に関する目標

【学士課程】
医学又は看護学に関する専門的な知識及び技術を身につけた臨床医又は看護専門職を養成する。中
豊かな教養と人間性を身につけた医療従事者を養成する｡
学士課程における教育の成果・効果の向上・充実を図る。期

【大学院課程】目
医学又は看護学に関する高度の専門的な知識及び技術を身につけた臨床医及び医学研究者又は看護
専門職及び看護学研究者を養成する。標
大学院課程における教育の成果・効果の向上・充実を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【３８】 【３８－１】 検証の結果､より多くの臨床系教員がＰＢＬチュートリアル教育
医学又は看護学に関する課題探 医学科３、４年次のＰＢＬチュ を担当できる環境とするため、ＰＢＬチュートリアル教育を実施
求能力、問題解決能力、生涯に ートリアル教育における臨床教 する時限の変更及び回数の精選について提案することになった｡

、 、 。わたって学問を探究する研究心 育ユニットの検証 改善を行う
自己評価能力及び自立的に行動
する態度・習慣を育成する。こ 【３８－２】 臨床実習施設の指導医師（本学及び県西部浜松医療センター）に
のため、医学科においては、浜 本年度から臨床実習に入る医学 よる､本学の学生に関するアンケート調査を実施し､総合的には､
松医科大学方式のPBLチュートリ 科ＰＢＬ初年度学生の臨床実習 ＰＢＬ導入以前の学生に比べて良好な調査結果を得ることが出来
アル教育の構築とその実施を推 担当教員による評価を実施し、 た｡
進し、看護学科においては教育 チュートリアル教育の効果を検
内容の精選とPBL教育を全体の 証する。
％以上とする。30

【３８－３】 看護学科の教育目的･教育目標を｢看護学教育の在り方に関する検
看護学科の新カリキュラムのシ 討会｣報告を受け､看護実践能力の育成を重視したものに改正し､
ラバスを検証し、ＰＢＬ形式で また､卒業に要する単位を133単位から124単位に､助産学選択を廃
の教育が３０％以上であるか確 止する等学生負担の軽減を目的としたカリキュラム改正（平成19
認する。 年４月適用）を行った。また､看護学科教育検討部門においてシ

ラバスを検証し､30.8％がＰＢＬ形式の授業であることを確認し
た｡

【３９】 【３９－１】 ２～４年次のＰＢＬチュートリアル教育において､病気と思春期
医療従事者としての使命感、責 これまでに実施した医学科のＰ の価値観､病気による社会的不利益等８症例（そのうち４症例は
任感及び倫理観を育成する。こ ＢＬチュートリアル教育の課題 医学概論Ⅲ）の倫理関連教育を行ったことを確認した｡
のため、医学科においてはチュ を検証し、倫理教育の実施状況
ートリアル教育の課題に倫理教 を確認する。
育の要素を加えるとともに、３
年次に医学概論Ⅱ（医療倫理 、 【３９－２】 倫理教育が医学教育にとって最も大切な事項の一つであるとの観）
４年次に医学概論Ⅲ 緩和医療 医学科の 医学概論Ⅰ 及び 医 点から、１年次の医学科「医学概論Ⅰ」､看護学科の「医療と科（ 、 「 」 「
医療の安全性）を新たに開講す 学概論Ⅱ 並びに 医学概論Ⅲ 学技術｣､医学科看護学科共通科目 人間科学と医療 においては､」 「 」、 「 」
る。 看護学科の「医療と科学技術」 序論として､医療における人間的要素の重みを理解させ､２年次の

及び「人間科学と医療」を有機 ｢医学概論Ⅱ｣では､体験学習を通じて患者家族について理解させ､
的に結び付け、医の倫理につい ４年次の｢医学概論Ⅲ｣では､臨床実習開始前に生命倫理と医師の
て一貫性のある教育を行う。 裁量権を幅広く学習させることとし､医の倫理について､一貫性の

ある教育内容とした｡

浜松医科大学
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【４０】 【４０－１】 教養教育組織の検討組織を設け､教養教育科目について検証し､少
人文社会科学及び理数系基礎科 組織の整備によって、全学的に 人数教育の重要性を確認し､平成19年度から､少人数ゼミナール形
学などの幅広い知識を修得させ 幅広い豊かな教養教育を行うと 式の授業を２科目にした｡また､授業科目の再編（類似の科目を統
る。このため、教養教育を担当 いう趣旨どおりの授業になって 合し､新たに｢論文の読み方､書き方｣を設けるとともに､看護学科
する組織の整備と該当科目の実 いるか検証する。 ３年次編入生の選択の幅を増やした｡
施結果の評価と改善を行う。

【４１】 【４１－１】 医学科２年次生のアンケート調査結果で､１，２年次でも専門的
国際的なコミュニケーション及 外国語教育に対する学生の要望 な語学にして欲しいとの要望を踏まえ､｢英語ⅠＢ｣において､毎回
び異文化理解に必要な語学力を 等についての調査結果を参考に 医学専門用語の小テストを実施する等授業方法を改善した｡
修得させるため、外国語教育の して、充実策を策定する。
充実を図るとともに学生の海外
派遣を推進する。 【４１－２】 医学科６年次生７名が海外学術協定校､バングラデシュ（４名）､

海外での臨床実習の単位を認め ポーランド､韓国､中国（各１名）での臨床実習の単位認定を行っ
ること等により学生の海外派遣 た｡
を推進する。

【４２】 【４２－１】 達成度調査において､多くの学生がパソコンの基本的操作等は入
高度情報技術社会に対応できる 学生の情報リテラシー能力の達 学前から修得していることが確認されたため､情報リテラシー教

、コンピュータ等の情報機器活用 成度調査に基づき、情報リテラ 育に関する講義において､プレゼンテーションや文書作成法等の
能力（情報リテラシー）を育成 シー教育の改善策を定める。 より高度な内容に重点を置くことにした｡
する。このため、修得すべき情
報リテラシー能力の目標を作成
、 。し 定期的に達成度調査を行う

【４３】 【４３－１】 医学科卒業生（本学卒業生､他大学卒業生を含む）に関する卒後
教育の目的及び目標達成度につ 卒後臨床研修の指導者による、 臨床研修指導者への５項目の教育目標達成度調査アンケートを実
いて、専門の作業部会を整備し 本学卒業生の学力及び人間性 本 施し､本学卒業生が総合評価で上位評価が､他大学卒業生に比べ､（
て計画的に評価を行い、改善策 学教育目標の一部）についての 10ポイント上回る良好な結果を得た｡看護学科卒業生については､
を作成する。 評価を行う。 勤務先指導者への教育目標達成度調査アンケートを実施し､５段

階評価による上位評価（３．４．５）分布が88.9％と良好な結果
を得た｡

【４３－２】 学生の授業評価アンケートの質問項目の見直しを行うとともに､
学生による授業評価を充実させ 回収率の改善を図るため､従来のコンピュータを用いた方法をマ
る。 ークシート方式に改め､回収率を約90％に改善した｡

【４４】 【４４－１】 基礎的なトレーニングの充実､研究マインドを持った臨床医養成
医学・医療又は看護に関する高 基礎的なトレーニングの充実及 コースの創設を主眼として､大学院博士課程カリキュラムの改正
度の専門的知識、技術､高い研究 びＣОＥプログラムと大学院教 を行った｡なお､基礎的トレーニング科目の光医学実験講座をメデ
能力、論理的思考を有し、新た 育の連携を図った博士課程のカ ィカルホトニクスのシンポジウムと同時開講し､また､光先端医学
な課題に挑戦できる能力を有す リキュラム改正を行う。 専攻の専門科目の光量子医学関係セミナーにおいて､COEプログラ
る医学研究者及び看護学研究者 ムの研究成果を反映させた講義を行った｡
を育成する。このため、博士課
程では、研究を遂行することを 【４４－２】 日本看護系大学協議会へ修士課程高度看護実践コースとして､専
通じて関連分野の高度の専門的 修士課程のＣＮＳコース（専門 門看護分野｢クリティカル看護｣の申請をおこなった｡なお､平成19
知識と技術を習得させるととも 看護師養成課程）の認可申請を 年度の再申請に向け､専攻科目の再編成等を行った｡
に、大学院トレーニングコース 行う。
の設置等基礎的なトレーニング
の充実及びCOEと大学院教育の連
携を図る。修士課程ではCNSコー
ス（専門看護師養成課程）を設
置し、臨床との連携を図り、既
存のコースでは研究重視を明確
にする。

【４５】 【４５－１】 大学院博士課程に留学生６名（秋期入学生１名を含む 、大学院）

浜松医科大学
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国際的な視野を持ち､国際的に活 大学院課程の留学生、特別研究 修士課程に１名､特別研究学生１名、研究生１名､聴講生１名を新
躍できる豊かな知性、教養及び 学生・研究生等として外国人を たに受け入れた。
高度な専門的能力を修得させる｡ 積極的に受け入れる。
このため、外国人留学生の積極
的な受け入れ、外国の大学との 【４５－２】 国際交流会館への入居の他に､職員宿舎に新たに２名（合計８室
交流協定の締結の推進、学生の 留学生等の生活支援（宿舎、奨 ９名）の外国人留学生を入居させた｡また､26名の私費外国人留学
海外留学や海外での研究発表の 学金等）を充実させる。 生（大学院生23名､学部学生３名）全員に奨学金を給付した｡
奨励等を積極的に行う。

【４６】 【４６－１】 ｢医療倫理学｣では､生命倫理､臨床試験の倫理学､動物実験の倫理
医学研究者、看護学研究者とし 大学院のコースワークに組み入 学等について事例に基づいた授業とし､修士課程の｢看護倫理｣で
て必要な生命倫理観を修得させ れた 医療倫理学 ､ 医療事故 は看護実践の倫理を重視する授業を行なうよう改善した｡なお､「 」「 、
るため、ヘルシンキ宣言に示さ 医療過誤」の授業の実施方法を ｢医療事故､医療過誤｣は履修者が無いため開講しなかった｡
れた倫理規範及び倫理指針にの 改善する。
っとり、医の倫理委員会、ヒト
ゲノム遺伝子解析研究倫理審査 【４６－２】 学位論文審査に医療倫理に関する審査を取り入れ､また､審査報告
委員会等を通じ研究指導を徹底 学位論文審査に医療倫理に関す 書に医療倫理に関する審査結果の明記を義務づけた｡
するとともに、学位審査におけ る審査を取り入れる。
る医の倫理に関して試験の実施
を検討する。また、基礎的なト
レーニングコース等を含め、様
々な場面で医の倫理について教
育する。

【４７】 【４７－１】 博士課程に､｢長期履修制度｣を導入し､３名を許可した｡また､博士
教育の成果・効果等を個々の大 博士課程の学位取得状況を改善 課程退学者も引き続き研究指導を受けることのできる継続研究員
学院生の業績、進路を中心に検 するため、長期履修制度又は博 制度（無料）を創設した｡
証し 大学院教育に反映させる 士課程継続研究生制度（仮称）、 。

を導入する。

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（１）教育に関する目標
② 教育内容等に関する目標
【学士課程】
）入学者選抜に関する基本方針1

アドミッション・ポリシーに基づき、入学者選抜方法の工夫・改善を図り、優秀な人材の確保に努中
める。

期
入学者選抜実施体制の整備を図り、公正・公平な試験の実施に努める。

目
、 、本学を志願する者に対し 入学者選抜に係る情報や本学の教育研究の内容等を積極的に情報提供し

進路選択の参考に資するとともに、高等学校との連携を図る。標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【４８】 【４８－１】 平成13年～15年度入学者選抜方法と入学した学生の成績の関係に
多様な入学者選抜を実施すると 医学科の入学者選抜の実施方法 ついて分析と結果の検証を行い報告書を取りまとめた。
ともに、入学後の成績・進路等 と入学後の成績との関連を調査



- 28 -

浜松医科大学

との関連を検証して、入学者選 する。
抜方法に工夫・改善を重ね、人
間性豊かで社会に貢献できる優
秀な人材の確保に努める。

【４９】 【４９－１】 全学的な連携協力体制の下で、公正かつ妥当な入学者選抜（前期
入学者選抜の実施にあたり、全 入試業務に関する全学的な連携 及び後期一般選抜 特別選抜 編入学試験等 を実施した また､、 、 ） 。
学的な連携協力体制を維持し、 協力体制を維持し、公正かつ妥 入試事務の事務局全部課の協力体制を充実させた｡
公正・公平な試験の実施に万全 当な入学者選抜を継続して実施
を期す。 する。

【５０】 【５０－１】 県内外25会場で開催された進路説明会や進学相談会に参加した。
本学への入学を志願する者の進 学外で開催される入試説明会へ また、入試広報用ＤＶＤを作成して県内外の高等学校（163校）
路選択に資するため、広報活動 の参加や入試広報用ＤＶＤの作 に配布し積極的に広報活動を行った。
の充実を図る。 成等による積極的な広報活動を 情報発信として、携帯電話サイトを開設し積極的に情報提供を行

行う。 うとともに､携帯電話から募集要項を請求できるよう整備した｡

【５１】 【５１－１】 大学説明会を開催し、医学科235名，看護学科178名の計413名の
入学者選抜、進路指導等に係る 大学説明会を継続して開催する 希望者が参加した。。
相互理解を深めるため、授業開 また、高等学校に対して、スー 清水東高等学校に、静岡県スーパーサイエンスハイスクール運営
放、オープンキャンパスなどを パーサイエンスハイスクール事 指導委員として教員を派遣した。
通じ、高等学校との積極的な連 業等への協力や出前授業を行う 出前授業を県内の７校で実施した。
携を図る。 とともに、高校生への「基礎教 高校生への授業開放（専門基礎科目）を実施し､11高等学校153名

育科目授業開放」を継続して行 の希望者が参加した。
う。

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（１）教育に関する目標
② 教育内容等に関する目標
２）教育課程に関する基本方針

教育目標に応じて、時代の要請に即した望ましいカリキュラムを策定する。中
期

臨床実習体制の充実を図る。目
標

看護学科における臨地実習の充実を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【５２】 【５２－１】 検証･調査･評価組織を設置し､検証を開始した｡平成18年度は医学
平成１５年度（医学科のPBLチュ 医学科カリキュラム全体の検証 科の教育全般についての問題点の抽出及び留年生対策について協
ートリアルの導入、看護学科の を開始する。 議し､留年生の留年時の全科目履修について提案した｡
新カリキュラム）より導入され
た新カリキュラムについて、検
証及び評価のための組織を整備 【５２－２】 看護学科カリキュラム実施体制のうち､３年次編入生の総合科学
し、学生、卒業生、教員及び実 看護学科の新カリキュラムの授 に時間割上の困難があることから､科目編成の見直しを図り､｢倫
習機関等の意見を集約して検証 業内容を精選し、実施体制を充 理学の基礎｣他７科目を新設する等の改善を図った｡また､助産学
し、充実を図る。 実させる。 を選考する時の加重負担を担軽減するために､平成19年度実施の

カリキュラムから助産学を除くことにした｡
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【５３】 【５３－１】 調査及び他大学の臨床実習の実態を基に､プライマリーケア及び
救急医学及び関連診療科の参加 １７年度に実施した学生による コアカリキュラムの観点から臨床実習日程の見直しを行い､平成
の下に、コアカリキュラムに基 臨床実習の評価及び臨床実習指 20年度実施を目途に取りまとめることとした｡

、づきプライマリー・ケア教育の 導者による学生の評価に基づき
充実を図る。 プライマリーケア教育の検証を

行う。

【５４】 【５４－１】 平成19年度から､臨床教育部門会議（10回）で検討の結果､関連教
臨床医学教育を効率的、効果的 現状の臨床実習の問題点、附属 育病院での臨床実習について､内科､外科については､２週間を１
に行うため、1)卒前医学教育に 病院、関連教育病院の役割分担 週間に縮減し､その他の診療科については､１日又は２日であった
効果的なOSCEを取り入れるとと 等を整理し、ＰＢＬチュートリ ものを､本学附属病院での実習に切り替えることとした｡また､平
もに、2)卒後臨床研修との有機 アル導入カリキュラムで育った 成20年度の臨床実習計画の検討を開始した｡
的連携を図り、3)診断方法の組 学生の資質等を考慮した新しい
み立て、治療方針の選択などに 臨床実習計画を立案する。
エビデンスに基づく方法論を取
り入れ、4)コアカリキュラムの
導入を検討し、かつクリニカル
・クラークシップ型の臨床教育
の充実を図る。これにより、浜
松医大方式の卒前医学教育カリ
キュラムを構築する。

【５５】 【５５－１】 附属病院看護部との連絡会議を行い､附属病院の実習指導体制に
看護学科における臨地実習の指 附属病院看護部の臨地実習指導 ついて共通理解を得るとともに､１つの基準｢看護技術スタンダー
導方法 実習環境の充実を図る 責任体制を充実させる。 ドマニュアル（著：川島みどり）｣に基づき実習指導を行うこと、 。
このため、附属病院、臨地実習 を確認した｡また､責任ある臨地実習指導体制を構築するために､
先との共同FD組織を設けるなど 平成19年度から新たに附属病院の看護部長以下８名に臨床教授､
連携を強化するとともに、臨地 臨床講師の称号を付与することとした｡

、実習のガイドラインを充実させ
その周知を徹底する。

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（１）教育に関する目標
② 教育内容等に関する目標
３）教育方法の改善に関する基本方針

学生が主体的かつ意欲的に学習できる学習方法、学習環境を整える。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【５６】 【５６－１】 医学科１年次生｢数理科学」においては習熟度別のクラス分けを
高等学校での理科の選択科目な 教養教育科目で習熟度別クラス 行い､また｢自然科学入門｣の物理においては､高等学校の履修に応
ど多様な履修歴を持った入学者 分けを導入した少人数教育を継 じたクラス分けを行った｡両科目の基礎コースは約30名と少人数
に対応して、低学年から少人数 続する。 であり､各々クラスの習熟度に応じ内容を精選した授業を行った｡

、 、教育を導入し 効果を検証して
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改善を図る。

【５７】 【５７－１】 1年次､２年次修了学生に対し､論理的思考能力及び討論能力等に
学生主体型授業、学生参加型授 教養教育に導入した少人数教育 関する自己評価を含む教養教育に関するアンケートを実施し検証
業や課題解決型の学習など様々 が基礎的な論理的思考能力及び 方法を確認した｡また､平成19年度に授業形態ごとの教育効果を確
な授業形態を低学年から導入し 討論能力（ディベート能力）の 認することとした｡、
基礎的な論理的思考能力及び討 育成に効果的であったか否かの
論能力（ディベート能力）を育 検証方法を検討する。
成し、その効果を検証する。

【５８】 【５８－１】 放送大学と単位互換協定について協議し､平成19年度に協定を締
多様な教養教育、専門教育を提 放送大学との単位互換協定を締 結することとした｡また､単位認定については､その都度学則第26
供するため、他大学との単位互 結するとともに、カリキュラム 条に基づいて履修内容に応じ､本学の授業科目の単位として認定
換制度の一層の充実を図る。 上の取扱いを定める。 することとした｡

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（１）教育に関する目標
② 教育内容等に関する目標
４）成績評価に関する基本方針

厳正な成績評価を実施する｡中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【５９】 【５９－１】 共用試験（ＣＢＴ､ＯＳＣＥ）と在学中の成績を検討・分析した
問題解決能力、課題探求能力、 17年度ＣＢＴ、ＯＳＣＥの成績 結果、共用試験の重要性から、平成19年度から｢臨床医学入門｣の
自己評価能力及び自立的に行動 を解析し 評価方法を改善する 評価から独立させて､共用試験に合格することを､５年次移行基準、 。
する態度についての評価方法は の要件とした｡
チュートリアル教育専門委員会
等で作成し、専門的知識及び技
術の習得状況の評価方法につい
ては、CBT、
OSCE等の結果を取り入れた成績
評価の指針をWG等で作成し、学
生及び教員に周知することによ
り厳正･公正な評価を行う。

【６０】 【６０－１】 検討の結果､平成19年度から各教科の成績評価について､出席状
看護学科における成績評価方法 「看護学科における評価の問題 況､演習態度､定期試験等の項目ごとの評価割合を数値で表示し
を看護学教育改革のための専門 点」についての平成１７年度の て､評価方法を明瞭にすることとした｡
委員会を設けて作成し、学生及 検討結果を踏まえ、成績評価に
び教員に周知することにより厳 ついて議論を深める。
正･公正な評価を行う。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（１）教育に関する目標
② 教育内容等に関する目標
５）卒後教育との有機的連携に関する基本方針

卒前教育の到達度目標の変化に対応して、卒前・卒後の臨床教育の有機的連携を図る。中
期

看護職の実践能力の向上に寄与するため、本学附属病院における卒後教育充実及び近隣施設との連目
携を図る。標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【６１】 【６１－１】 プライマリーケア中心の卒後臨床研修に配慮し､５、６年次の卒
平成１６年度から実施する卒後 卒後臨床教育も考慮に入れて５､ 後臨床研修のうち､より深く､広く学ぶための６年次の選択必修の
研修を静岡県内の病院等と協力 ６年次の臨床実習計画を立案す 期間を６週間から８週間に改めた｡また､５年次の臨床実習計画の
することにより充実させるとと る。 検討を開始した｡
もに、この評価を卒前教育の到

、達目標の見直しに活用するなど
卒前卒後教育の有機的連携を図
る。

【６２】 【６２－１】 従来の卒業後入局（医局に所属）し専門医を目指す形式から､附
卒後研修終了後の専門医養成・ 専門医養成に向けた後期臨床研 属病院全体で構成する専門医養成システムに再構築し60名を受け
教育システムを再構築し実施す 修を開始する。 入れた。
る。

【６３】 【６３－１】 附属病院看護部と看護学科の看護連絡会議において､卒後教育を
看護学科と本学附属病院看護部 看護学科と附属病院看護部の看 含めた看護教育について協議を行った｡
の合同WGを設け、本学附属病院 護連絡会議（合同ＷＧ）で卒後
における卒後教育の充実を図る 教育についての協議を行う。。
また、附属病院と近隣施設と合
同委員会を設け､卒業生等を対象
とした研修会を実施するととも
に結果を検証し改善を図る。

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（１）教育に関する目標
② 教育内容等に関する目標
【大学院課程】
１）入学者選抜に関する基本方針

特色ある教育研究を活性化するため、本学卒業生のみならず、広く門戸を開き、優秀な人材を確保中
する。期

目
標
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【６４】 【６４－１】 博士課程に長期履修制度及び退学後も引き続き研究指導を受ける
学部卒業後直接あるいは数年間 博士課程における社会人の修学 ことのできる継続研究生制度（無料）を創設し､社会人が履修し
の臨床経験の後大学院進学を希 環境を整えるため、長期履修制 やすくした｡
望する本学卒業生、他大学卒業 度又は博士課程継続研究生制度
生、留学生の正規課程への受入 （仮称）を整備する。
を積極的に推進するとともに、
長期履修制度や大学院設置基準
第14条の特例の活用により社会
人の受入を図る。

【６５】 【６５－１】 14条特例及び長期履修制度の紹介を含め､大学院紹介のホームペ
ホームページの充実及びセミナ ホームページで長期履修制度な ージを全面改訂し､広報活動の充実を図った｡
ーや説明会の開催などにより、 どを広く周知させる。
入学者選抜に係る広報活動の充
実を図る。

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（１）教育に関する目標
② 教育内容等に関する目標
２）教育課程に関する基本方針

教育理念・目的に基づき、高度の専門的知識・技術を修得させ、将来にわたり自立して学問を探究中
する研究者又は、高度専門職業人を育成する教育課程を編成する。期

目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【６６】 【６６－１】 博士課程のカリキュラムを改正し､各種の勉強会、セミナー及び
博士課程では、専門分野におけ 各種の勉強会、セミナー及び症 症例検討会等で構成する｢セミナー科目｣を創設するとともに､共
る研究遂行及び論文作成を主体 例検討会、技術講習会等を取り 通科目に､技術講習を中心とする｢光医学実験講習｣､｢動物実験の
とし、かつ、関連分野の専門的 入れた大学院教育課程を編成す 技法｣等を創設した｡
知識、技術を修得させるため各 る。
種のセミナーや英語論文の書き
方についての講習会、メディカ 【６６－２】 大学院博士課程のカリキュラムを改正し､研究を進める上で必要
ルホトニクスコースの技術講習 コースワークを充実させること とされる専門的知識､技術を修得させる授業科目を設ける等コー
会等をカリキュラムと連携させ 等により博士課程大学院教育の スワークを充実させた｡
る方策を検討する。 実質化を図る。

【６７】 【６７－１】 日本看護系大学協議会へ修士課程高度看護実践コースとして､専
修士課程に専門看護師認定制度 修士課程のＣＮＳコース（クリ 門看護分野｢クリティカル看護｣の申請をおこなった｡なお､平成19
に対応するカリキュラム（CNSコ ティカルケア）の認可申請を行 年度の再申請に向け､専攻科目の再編成等を行った｡
ース）を導入する。 う。
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【６８】 【６８－１】 大学院のカリキュラム改正と同時に｢先端医学特論｣等の主要な科
大学院設置基準第14条の特例に １４条特例及び長期履修制度の 目の講義開始時間を17時30分に設定する等､社会人学生が履修し
対応したカリキュラムの定期的 活用を視野に入れ、博士課程の 易い体制とした｡
な検証と改善を図る。 カリキュラム及び授業計画を整

備する。

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（１）教育に関する目標
② 教育内容等に関する目標
３）教育方法の改善に関する基本方針

学生が研究者又は高度専門職業人としての基本的トレーニングを受ける中で高度の研究成果を挙げ中
られるよう、教育方法を充実する。期

目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【６９】 【６９－１】 修士課程においては毎年｢指導内容冊子｣を改訂し、これに基づい
修士課程においては研究単位毎 修士課程の｢指導内容冊子｣を改 た研究指導、教育を行うこととした。

、 、の具体的な教育研究目標及び研 訂し これに基づいた研究指導
究指導目標を明確にした「指導 教育を行う。
内容冊子」を作成し､これに基づ
、 、 。き 研究指導 教育を推進する

【７０】 【７０－１】 シラバスを改訂し､カンファレンス（症例検討会）等への出席を
学生が学際的研究や他分野の研 大学院博士課程学生の学会、学 セミナー科目の一部に位置づけた また 研究指導の一環として､。 、
究に接することができる、学内 内の研究会、カンファランス等 旅費補助を行う等により､学会出席及び学内研究発表会への出席
研究紹介の機会を増やし、大学 での発表及び出席を大学院教育 を推奨した｡
院生の参加を奨励する。 と結び付ける。

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（１）教育に関する目標
③ 教育の実施体制等に関する目標
）教職員の配置に関する基本方針1

教育目標を実現するため､責任ある教育実施体制を確立する。中
期
目
標
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【７１】 【７１－１】 検証の結果､看護学科の臨地実習の助手の負担が特に重いため､平
責任ある教育実施体制を確立す 授業実施面で教員の配置が適正 成19年度から非常勤助手を雇用することとした｡
るため、教員の配置が適正であ であるか検証する。
るか、学長を中心とした体制で
検証する。

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（１）教育に関する目標
③ 教育の実施体制等に関する目標
２）教育環境の整備に関する基本方針

教育に必要な施設、設備などの教育環境を充実させる｡中
期

教育研究に必要な図書、雑誌、資料等の充実並びに情報関連機能の整備を図る｡目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【７２】 【７２－１】 長期的な整備計画にもとづき､学生解剖実習室に解剖実習用ﾌﾟｯｼｭ
講義実習棟の改修、情報教育に 平成１７年度に作成した、教育 ﾌﾟﾙ型換気装置１式､情報処理実習室にはパソコンを40台（合計
必要な設備の充実等、教育環境 機器の長期的な整備計画に基づ 110台）増設した｡
の整備充実を推進する。 き、実験実習機器、情報教育機

器等を充実させる。

【７３】 【７３－１】 小児用､乳児用心肺蘇生トレーニングマネキン並びにＡＥＤトレ
学生が自主的に技術を習得でき クリニカル･スキルズ・ラーニン ーナ用リモートコントローラを購入し､トレーニング機器の充実
るよう、視聴覚教材の充実を図 グセンターの主要設備である救 を図った｡
るとともに、クリニカル･スキル 命救急用トレーニング機器を充
ズ・ラーニングセンターの設置 実させる。
を検討する。

【７４】 【７４－１】 情報の国際化・電子化へ対応する以下の機能を持つ図書館システ
紙媒体の図書の整備と平行して 情報の国際化・電子化へ対応す ム導入仕様を作成した。、
情報の国際化・電子化への対応 るための図書館システム導入の ・ＯＰＡＣ端末については、メンテナンスの省力化のため、磁気
として電子図書館的機能の充実 仕様を作成する。 ディスクレスとした。
強化を図るため、資料の電子化 ・情報発信機能の強化とアクセス支援するための県内複数の図書
を推進し、電子資料を利用する 館の蔵書を一度に検索できる静岡県横断検索システムに参加で
ための設備の充実を計画的に推 きる機能を盛り込む。
進する。 ・利用者の文献複写や図書の発注がWeb画面からできる。

・タッチパネルを装備した最新式の自動貸出返却装置が接続でき
る。

【７５】 【７５－１】 学内情報システムに係る調査を行い、その結果を踏まえて平成19
附属図書館及び情報処理センタ 学内情報基盤及び学内情報関連 年度に事務局システムと図書館システムを統合し導入することと
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ーの有機的連携を図り、学内情 組織整備のため学内情報システ し、セキュリティと経費（TCO)に配慮したシステム仕様を作成し
報システムの在り方について検 ムを調査し統合を図る。 た。
証する。

【７６】 【７６－１】 静岡県医療機関図書室連絡会において静岡市立御幸町図書館長を
図書館利用者へのサービス向上 静岡県医療機関図書室連絡会、 講師に招き「市民への健康情報」のテーマで研修を行った。県内
を図るとともに、他機関との相 公共図書館との連携を図り市民 の公共図書館から14名の参加があり、公共図書館との相互連携を
互協力、市民への公開サービス への医療情報提供を行い、本学 図るための情報交換をした。
を促進する。 図書館の利用拡大を図る。 浜松市立図書館のシステム更新時期に相互貸借が休止したため、

その間本学図書館が市民利用者と県立図書館との窓口になり、相
互貸借の便宜を図った。
市民・地域医療従事者へのサービス拡大のため土・日曜日の開館
時間を半日(土曜日13:00～17:00,日曜日9:00～13:00)から１日
（10:00～17:00）に延長した。

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（１）教育に関する目標
③ 教育の実施体制等に関する目標
３）教育の質の改善のためのシステムに関する基本方針

教育に関する評価体制を充実させる。中
期

教員の教育の質の改善を推進する。目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【７７】 【７７－１】 学生の授業評価アンケートの回収率の改善を図るため､従来のコ
教育活動評価のための組織を整 学生の授業評価を容易にするた ンピュータを用いた方法をマークシート方式に改め､回収率を約
備し、学生による授業評価の在 めの方策を実施する。 90％に改善した｡
り方の検証及び改善、臨床医学
教育では、コ・メディカルスタ
ッフや患者による学生評価を実
施する。また、その結果を教育
改善に結びつけることにより、
教育の充実を図る。

【７８】 【７８－１】 ｢博士（修士）論文の指導･審査実績｣の評価項目を加えた教員の
大学院課程指導教員の研究指導 教員の教育活動の評価に、大学 自己評価を実施した｡
評価を実施する。 院の研究指導評価の項目を加え

る。

【７９】 【７９－１】 学生による授業評価方法を改善し､学生の意見の教員へのフィー
教育企画室を中心として、教員 教員の教育活動の評価を実施す ドバックを充実し､教育改善に努めた｡
の教育活動の評価システムを検 る。 授業評価で､特に問題のある教員について､教育担当､評価担当理
討する。 事が授業視察､ヒアリング等を実施し､改善について指導した｡

授業担当時間数､大学院指導学生数等教育に関する評価を含めた
教員の個人評価を実施した｡
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【８０】 【８０－１】 従来のＰＢＬチュートリアル教育のチューター教育､看護教育Ｆ
教育の質の改善（FD）に関する ＰＢＬチュートリアル教育を中 Ｄ組織等を再編成し､新たに全学のＦＤ部門を設けて､大学全体の
学内組織を再構築し、FDの在り 心課題として行ってきた本学の ＦＤの企画､実施を行うこととした｡
方について再検討を行うととも ＦＤ活動の拡大を図るため、新
に、現行の「医学教育方法改善 たなＦＤ組織を設ける。
に関するワークショップ」等の
内容をより充実させる。

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（１）教育に関する目標
④ 学生への支援に関する目標

学生相談・支援体制を検証し､一層の充実を図る。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【８１】 【８１－１】 指導教員を助手まで拡大し､医学科１～２年次生については人間
学生委員会で指導教員制度、学 指導教員制度の指導教員の範囲 科学ゼミナール担当教員､医学３～４年生については基礎配属担
生相談体制を検証し､一層の充実 を講師､助手まで拡大し、活動報 当教員､医学科５～６年次生については臨床系教員を指導教員と
を図る。 告を義務化することにより、指 して､授業担当と学生指導を結び付け指導効果を上げるよう図っ

導教員制度の活性化を図る。 た｡

【８２】 【８２－１】 本学のメンタルヘルスに関する問題についての討議の結果を踏ま
保健管理センターによる健康管 学生の健康管理及びメンタルヘ え､学生委員会のメンバーに保健管理センターの職員を加えて､学
理・メンタルヘルスケア体制を ルスケアの状況を把握し、改善 生に関する情報の共有化を図ることとした｡
検証し､整備充実を図る。 を図る。

【８３】 【８３－１】 防災手帳を作成し学生に配布するとともに､安否確認システムに
学生の教育研究活動中の事故及 災害時の防災手帳を作成すると １年次生155名を登録させた｡また､学生参加の防災避難訓練を実
び災害に対処するため、医学生 ともに、連絡体制等の確立のた 施した｡
総合保険への加入促進、災害時 め、安否確認システムへの学生
の連絡、安否確認システムの整 の登録を促進する。
備などの一層の充実を図る。

【８４】 【８４－１】 銀行等との協議の結果､学生の年齢､前年度収入等の問題から､学
学生委員会で、学生生活実態調 新しい学生支援策として、学生 生にとって､日本学生支援機構の有利子奨学金のほうが有利であ
査を行い、学生の生活及び課外 への授業料相当額の貸付制度を ることが判明したため､これを推奨することとした｡
活動等の就学環境の充実改善の 導入する。

、 。計画を作成し その実施を図る
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（２）研究に関する目標
①研究水準及び研究の成果等に関する目標
１）目指すべき研究水準に関する基本方針

先端的・学際的領域の基礎研究・臨床研究を推進し、国際的に高く評価される研究水準を目指す。中
期

地域の特性を活かした産学共同研究を目指す。目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【８５】 【８５－１】 光技術の医学応用に関する共同研究を次のとおり推進した。
21世紀COEプログラムや知的クラ メディカルフォトニクスと光イ 浜松ホトニクス（寺川・間賀田・今野・堀田・最上・梅村・竹
スター創生事業を推進し、光医 メージングを含むオプトロニク 下 、パルステック（寺川・山本 、ファイバーテック（寺川・櫻） ）
学研究の国際的拠点の形成を図 ス(知的クラスター)の医学応用 井 横河電機 寺川・櫻井 ニコン(櫻井・寺川 フジノン 寺）、 （ ）、 ）、 （
る。 を目指す共同研究を更に推進す 川 、本多電子（山本 、オリンパス（前川・金岡 、アールテッ） ） ）

る。 ク（阪原、磯田）

【８５－２】 COE研究担当の人材を補充した （ポスドク研究員５名、産学連携。
ＣＯＥ研究担当人材を充実する 推進研究員４名、リサーチアシスタント14名）。
（ポスドク研究員５名、産学連
携推進研究員４名、リサーチア
シスタント１０名）

【８５－３】 COEメディカルフォトニクス主催の光医学研究の国際シンポジウ
光医学研究の国際シンポジウム ムを２回開催した。
を２回開催する。 ・ 脳と癌を探求する新しい光技術-Novel optronics for brain「

and cancer researches」2006.7.31(フランス、韓国、中国か
ら参加）参加者数：158名
・ Global networking of telephathology」2007.1.30（中国、「
スイス、カナダから参加）参加者数：102名

【８６】 【８６－１】 「血管内のイメージング解析」を特別教育研究経費の配分により
高度先進医療や先端的研究に結 下記のテーマについて、研究を 推進した。
びつく基盤を強化するため、講 編成し、資金配分する。 「血管内の腫瘍細胞の動態について」の共同研究を進めた。
座の枠を越えてプロジェクト研 ａ）光の医学応用 「癌細胞への集積を目指した新規光増感剤の合成研究」を開始し
究を行うグループに対し、重点 ｂ）分子、遺伝子、ゲノムレ た。
的な資金配分を行う。 ベルでの疾病と疾病リスク 「膜輸送Na/Ca交換体作用薬と心不全治療への分子的作用機序の

の解析 解明」を開始した。
ｃ）細胞、組織の再生医学の
研究

【８７】 【８７－１】 開発したがん診断方法の実用化を行った（薬事申請承認済み、製
創薬並びに診断方法、治療方法 遺伝子解析情報を用いた創薬並 造準備中 。）
などの探索的臨床医学開発研究 びに診断方法、治療方法の研究
に取り組む。 開発を更に進める。

【８７－２】 動物用PETを導入し、正常動物における脳循環代謝の測定を行っ
ＰＥＴを用いた共同研究の課題 た。
を広げるため、動物用ＰＥＴを
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導入する。

【８７－３】 次のテーマについて、癌患者に役立つような診断治療戦略を設定
下記のテーマについて研究を編 した。
成し、推進していく。 ・がん治療薬の適応原理を探り、複数の候補試薬を見いだす。
ａ）創薬のために癌発生機構 ・光感受性色素を開発し検証を行う。
を調べる
ｂ）癌治療のために光感受性
色素の研究開発

【８８】 【８８－１】 学内研究発表会を年間５回（平成18年６,９,11月と平成19年１,
基礎的研究を重視し、これに対 基礎研究者が学内で研究発表す ３月：総発表者50名）開催し，優秀な研究を選考（３件）し，研
する資金配分を行う。 る場を設け、発表に対して競争 究費を配分することを決定した（総額1,500千円 。）

的に研究補助資金を配分する。 ・生体内蛍光イメージングによるラット脳虚血時の活性酸素産生
の評価
・脂肪細胞におけるアディポカイン遺伝子の発現制御
・血管内皮細胞表面における線維素溶解（線溶）の制御

【８８－２】 研究設備：
研究設備とスペースの長期貸与 ・実験実習機器センターのリアルタイムコンフォーカルを感染学
を行う。 講座に貸与した。

・光量子医学研究センターの動物用PETを実験実習機器センター
に貸与した。
・法医学講座の質量分析計を実験実習機器センターへ貸与した。

スペース：
・細胞イメージング分野へ看護学科棟3Ｆの器材室を１年間貸与
した。
・ゲノムバイオフォトニクス分野へ講義実習棟1Ｆの機器室を１
年間貸与した。
・ゲノムバイオフォトニクス分野へ講義実習棟1Ｆの実験室を１
年間貸与した。

【８９】 【８９－１】 国内外で、特にアジアの癌遺伝疫学についての共同チームを形成
国際学術活動及び国際共同研究 国際共同研究を広く募るための した（江蘇省腫瘤研究所、南京大学、ソウル大学、Inha 大学、
を積極的に行う。 国内外への広報活動を行い、国 慶北大学、北京日中友好病院 。）

際共同研究を実施する。

【８９－２】 若手による海外での研究、研修活動のセミナーを月１回行った。
国際学会参加者の学内発表会を
開く。

【８９－３】 国際共同研究推進のために海外コーディネータを２名委嘱し、ま
国際共同研究推進のために、海 た他の数名と委嘱について交渉した。
外コーディネータを委嘱する。

【９０】 【９０－１】 学内で企画した講演会及びセミナー(15件）に企業の研究者及び
企業や他大学の共同研究員受入 企業研究者や地域医療機関の研 地域医療機関研究者にメール等で案内をし、積極的参加を呼びか
れに便宜を図る。 究者に学内セミナーを広告し、 け、訪問共同研究員を受け入れた（６名 。）

参加を奨励する。

【９１】 【９１－１】 次のとおり企業研究者のセミナー・大学院講義等を開催した。
企業研究者による大学院講義や 企業研究者のセミナー 講演会 ・平成18年４月21日：浜松ホトニクス 「生細胞におけるmRNAのF、 、
共同研究成果の発表の企画を組 及び大学院講義を開催する。 RET検出 」 中央研究所 第８研究室 辻 明彦 研究員
む。 ・平成18年５月26日：浜松ホトニクス 「PET検診の現状につい

て」 浜松PET検診センター 西澤貞彦 院長



- 39 -

浜松医科大学

・平成18年６月23日：浜松ホトニクス 「動物PETによる生体機
能研究と創薬」 中央研究所 塚田 秀夫 PETセンター長
・平成18年８月１日：:オリンパス、ニコン、アンドール、浜松
ホトニクス、横河電機による講習会講義（5回）を実施した。
・平成18年９月22日：浜松ホトニクス 「極超短パルス光を利用
したTHz波の発生・計測」 中央研究所第11研究室高橋 宏典
・平成19年１月12日：:浜松ホトニクス「ナノズーマの使用法」
システムj事業部 豊田祐一
・平成19年３月９日：ニコン「Biostationの特徴と使用法」

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（２）研究に関する目標
①研究水準及び研究の成果等に関する目標
２）成果の社会への還元に関する基本方針

研究成果を広く社会に発信するとともに、産業界や臨床医学への応用を推進する。中
期

光医学・光医工学の研究開発を担う人材を育成する。目
標

健康福祉を推進し、医療行政への協力活動をする。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【９２】 【９２－１】 平成17年度研究活動のデータを収集し一覧を作成した。データは
教員の研究成果をデータベース 大学の研究活動一覧の内容を充 刊行物の他、ホームページでも公表した。
化し、大学の研究活動一覧とし 実させ ホームページに公表し COE若手研究の報告書をホームページに掲載した。、 、
てホームページに公表する。 講座等の紹介欄を増やす。

【９３】 【９３－１】 知財専門家（JST特許主任調査員経験者）を本学の知財活用コー
知的財産の取扱を整備し、静岡 外部専門家を雇用して、知財活 ディネータとして雇用し知財管理体制の強化を図ることとした。
TLO及び科学技術振興財団等を通 用推進本部を補強し、研究成果

。じて、研究成果の民間への技術 の民間への技術移転を推進する
移転を推進する。

【９３－２】 次のとおり産学連携交流会で研究成果を発表し、実用化希望企業
産学連携の交流会に参加し、新 を募った。
開発の装置等の広報を行う。ま ・知的・産業クラスターフォーラム2006（浜松）に出展した（３件 。）
た、特許申請した案件の事後調 ・イノベーション・ジャパン2006-大学見本市に出展した（２件 。）
査を行い、ライセンス化を更に ・JSTによる新技術説明会において、研究成果を発表した（１件 。）
進める。 「大腸がんの検査システム」に関する２件の特許を元にして、静

「 」 。岡TLOがオリンパスと 特許によるオプション契約 を締結した

【９４】 【９４－１】 分子イメージング先端研究センターを設置し、分子イメージング
光医学を主題とする２１世紀COE 光医学・光医工学の研究開発を 研究に係る人材の育成を開始した。また、学部学生を研究補助者
拠点施設及び地域知的クラスタ 担う人材の育成を重点的に行い として参画させ、研究志向を育成することを目的とした「ジュニ、
ーの一翼として、メディカルホ 学部学生の研究参加を図る制度 アリサーチアシスタント制度」を整備した。
トニクスコース技術講習会、イ を作る。
メージング技術実習等を通じ、

、光医学・光医工学研究者の養成
社会人教育を行う。
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【９５】 【９５－１】 テレパソロジーによる病理迅速診断業務を行い地域医療に貢献し
本学が開発した遠隔地医療シス テレパソロジーなど遠隔診断シ た（平成18年10月から 20件）
テム（テレパソロジーなど）を ステムの構築を図る。
用いた過疎地医療への支援、本
学が展開してきた難病治療支援 【９５－２】 癌や難病に関する市民講座、また、病理解剖献体遺族に対し個々
のネットワークを更に充実発展 癌や難病に関する市民講座や相 の病気のみならず、病理学の医療監査としての意義、現代の生命
させる。 談会を開催する(５回 。開催し 科学の中での医療について説明を行った（５回 。さらに大学を） ）

たものに報奨としての研究費を 訪問した高校生、あるいは出前授業を通して広報活動を行い、そ
支給する。 れらの活動に対し研究費を配分した （８件、2,700千円）。

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（２）研究に関する目標
② 研究実施体制等の整備に関する目標
１）研究者等の配置に関する基本方針

最先端の研究や社会的要請の高い研究に即応できるよう適切な研究者の配置を目指す。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【９６】 【９６－１】 研究グループを組織し、浜松ホトニクスと連携してサルの疾患モ
副学長を室長とする研究推進企 ＰＥＴを用いた研究グループを デル(パーキンソン病、脳虚血など)を用いたPET研究を推進する
画室を設置し、大学が重点的に 組織化し、他機関とも連携した と共に、理化学研究所フロンティア研究システム・ 分子イメー
取り組む領域や研究分野の発展 取組を進める。 ジング研究プログラムとの連携強化を図った。
と動向を調査し、弾力的な人員
配置と人材の有効活用などの企 【９６－２】 実現へ向けて、研究者の配置に関する希望とマッチングのための
画・立案を行う。 研究者の配置に関する希望とマ 要項（案）を取りまとめた。

ッチングについての調査結果に
基づいた人事配置を実現するた
めの取組を進める。

【９６－３】 個人の適性に応じた配置の実現に向け、２人の研究者とのインタ
必要に応じて研究者のインタビ ビューを行った。
ューを行い、個人の適正に応じ
た配置計画を作る。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（２）研究に関する目標
② 研究実施体制等の整備に関する目標
２）研究環境の整備に関する基本方針

研究を支える組織と環境を整備する。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【９７】 【９７－１】 今年度も機器センター内を含む学内の共同スペースの使用者を公
研究の支援体制を整備するため 学内共用研究施設の整備状況等 募し、機器センター運営委員会、施設マネージメント委員会で使
に、学内の共同施設等の整備拡 を広報し、研究スペースの新し 用者を決定承認し、有効活用につとめた。
充を図る。 い使用方法を展開する。 講座（法医学）内の質量分析計を８月に機器センター内に移設し

有効利用に供した。RIセンター実験室を有効利用するため環境を
整備し動物用PETを９月に設置した。
動物施設において P３レベル感染動物実験室の使用を10月に開始
した。

【９８】 【９８－１】 技術部の体制を見直し、技術職員が講座の枠を超えて、意欲的
技術職員が意欲的に仕事に取り 技術職員の講座の枠を越えた研 に且つ効率よく教育・研究・診療支援ができる体制を整備すべ

、 。 、 、組み、教育・研究・診療を効果 究支援方式をつくる。 く 技術部再編を進めた これにより 特定講座所属技術職員が
的に支えるために、活動内容を 複数講座からの研究成果発表のビデオライブラリーを作成した
整備し、技術の向上を図る。 り、複数講座の講義ライブラリー作成に携わった。また７月には

所属部局の異なる複数技術職員が生化学講座教員の開催した中学
生向けセミナー（参加者30名）を補助した。

【９９】 【９９－１】 若手外国人研究員（マインツ大学（ドイツ）Antje Golbas氏を生
若手研究者の支援体制を整備す 若手研究者の国際学会における 理学第一講座へ）を招聘し、４ヶ月間本学若手研究者と共同研究
る。 発表、外国との共同研究、研修 を行い、国際共同研究の支援を行った。

への参加を資金面で支援する。



- 42 -

浜松医科大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（２）研究に関する目標
② 研究実施体制等の整備に関する目標
３）研究資金の獲得及び配分に関する基本方針

外部資金を積極的に導入する。中
期

競争的環境のもとで、適切な研究資金の配分を行う。目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１００】 【１００－１】 科学研究費補助金応募に関する説明会を開催し、応募有資格者に
。 、研究推進企画室において、競争 競争的資金獲得のため、職員、 積極的に応募するよう促した 科学研究費補助金申請書について

的資金獲得のための方策、外部 大学院生等の有資格者は科学研 希望する者には提出前に書類の査読を行い、助言を与えるアドバ
資金獲得のための受託事業等の 究費補助金等に積極的に応募す イザー方式を確立した。
受け入れの拡大、学外との共同 る。
プロジェクト研究を企画・立案
する。 【１００－２】 共同プロジェクト研究を広く世界から誘致するため、European

企業や他研究機関等との共同プ Pharmacological Reviewに広告を掲載した。
ロジェクト研究を立ち上げるた
めの誘致活動を行い、成立した

。事例はホームページで公開する

【１００－３】 神経病理懇談会、NO研究会など、企業と共催した活動をホームペ
企業等の行う活動に協賛、共催 ージに掲載した。
などの形で協力したものをホー
ムページに掲載する。

【１０１】 【１０１－１】 プロジェクト研究を募集し、次の6件の研究課題に研究費
プロジェクト研究への重点的資 講座の枠を越えたプロジェクト （20,000千円）を配分した。
金配分を推進する。 研究を募集し、これに研究費を ①「ヒト化マウスの作製とその応用」

配分する(３件)。 ②「北遠地域における神経変性症の分子疫学的研究」
③「尿細管前駆様細胞を用いた急性腎不全後の再生療法の検討」
④「新規γセクレターゼ修飾蛋白質によるアルツハイマー病治療
法の開発」
⑤「拡張候補遺伝子探索法による緑内障新規原因遺伝子の探索
―神経損傷保護機能の破綻の観点から―」
⑥「Indocyanine Green(ICG)近赤外線蛍光を利用したリンパ流の
研究」

【１０２】 【１０２－１】 萌芽的研究を推進するための研究課題について公募を行い、学長
萌芽的研究にも資金配分し、プ プロジェクト研究やプロジェク 及び研究推進企画室長等がヒアリングを実施した上、研究費を配
ロジェクト研究へ発展させるこ ト研究への発展を目指す萌芽的 分した（９件、4,500千円 。総合人間科学・看護学領域の萌芽的）
とを目指す。 研究を学内公募し、選択的に研 研究を推進するための研究課題について公募を行い、研究推進企

） （ 、 ）。究費を配分する(５件 。 画室でヒアリングを行い研究費を配分した ４件 5,100千円
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（２）研究に関する目標
② 研究実施体制等の整備に関する目標
４）研究活動の評価体制に関する基本方針

評価を研究の発展と質の向上につなげることを目指す。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１０３】 【１０３－１】 若手研究者の個別研究の学内研究発表会を５回開催し、ポスター
研究推進企画室を中心に研究活 研究グループの成果を評価する 発表を含め40演題程度に研究指導と助言を行った。プロジェクト
動の評価を定期的に実施し、教 ための報告会を開催し、研究指 研究の報告会を開催し、広く招待者にも紹介するとともにその評
員の研究の水準・成果を検証す 導と助言を行う。 価を行った。COE国際シンポジウムを本学で開催し、本学の先端
る。それに基づき、質の高い研 的研究を紹介するとともに、同分野の海外の著明招待講演者と意
究者を支援する制度を導入する 見交換を行い、研究成果の評価を受けた。。

（ ） 。【１０４】 【１０４－１】 JSTによる発明・発掘研究ラウンドを５回 10研究室 実施した
講座やプロジェクトグループの 研究発表を中心とした恒常的な 若手研究プロジェクトを募集し、ヒアリングによって選考し、研
単位で、また、若手研究者個人 ヒアリングを行い、それに基づ 究費の配分を行なった（９件、4,500千円）
の単位で、随時企画室等でヒア いた研究支援（研究費の支給、 総合人間科学講座・看護学科を対象としてプロジェクトを募集

、 、 （ 、リングを行う。 研究スペースの供与）を行う。 し ヒアリングによって選考し 研究費の配分を行なった ４件
5,100千円)。
学術研究プロジェクトを募集し、ヒアリングによって選考し、研
究費の配分を行なった（６件、20,000千円)。

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（３）その他の目標
① 社会との連携、国際交流等に関する目標
１）地域社会との連携・協力に関する基本方針

地域の医療機関や民間企業等との連携・交流を積極的に推進するとともに、教育研究の成果を活か中
し、地域医療の向上や地域住民の生涯教育の推進に資する。期

目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１０５】 【１０５－１】 (財)しずおか産業創造機構のデータベース作成に参画し、(財)浜
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県や市町村との連携を深め、地 商工会議所との連携活動を実施 松科学技術研究振興会の委員としてTLO事業（静岡TLOやらまいか
域の医療施策の立案等に積極的 する。 事業）に取り組んだ。
に参画する。

【１０５－２】 静岡県の医療政策に関する各種委員会(静岡県医療審議会、静岡
地方公共団体の各委員会等へ参 県精神保健審査会など)に参画した。平成19年度より、浜松市は
画し、医療施策の企画立案に携 政令指定都市に移行することに伴い、独自で医療施策を企画立案
わり、地域の医療の向上や地域 することなった(浜松市精神保健福祉センターの設立など 。浜松）
住民の生涯教育の推進に資する 医大はその基本方針の策定に重要な役割を果たした（学長、森教。

授 。）

【１０６】 【１０６－１】 地域社会を対象に研修会や講習会を実施するものを募集し、研究
地域医療関係者の資質向上に資 地域の病院や保健所等医療機関 推進企画室での選考により８件に報奨研究費を配分した。
するため、最新の研究成果等の の関係者を対象に研修会や講習
情報を提供する。 会を実施する。

【１０６－２】 浜松市医師会、静岡県医師会、静岡県歯科医師会、磐田市医師会
県や市の医師会が主催する研修 及び焼津市医師会等で実施の生涯教育研修会に講師を派遣し、ま
会等へ講師を積極的に派遣する た、依頼に応じて学術講演を行った（69件 。。 ）

【１０７】 【１０７－１】 静岡新聞社との共催で「生きていることは～いのち健やかに」を
地域住民の健康、福祉の増進に 従来から実施している地元新聞 テーマに学長、理事及び教授13名が講師となり、市民公開講座を
資するため、民間企業とも連携 社との共催による公開講座及び 開催し、市民885名が参加した。
し、公開講座や各種の学習機会 本学主催の公開講座を改良して 中日新聞社と共催で９名の教員が講師となり、一般市民対象の健
を積極的に提供する。 継続するとともに必要に応じて 康科学セミナーを開催し172名が参加した。

民間企業や医療機関とも連携す 本学単独主催の公開講座「続・わかりやすい○○病の話」を開催
る。 し、164名が受講した。

【１０８】 【１０８－１】 中学生対象にカエルの卵の発生を観察するワークショプを開催し
地域の中高生等の科学に対する 地域の中高校生対象の実習を中 た （生化学第二講座佐藤助手；参加者計26名、３日間）。
興味・関心を高めるため、学校 心とした体験学習を継続実施す 浜松西高等学校２年生の体験学習を受け入れた（小児科学講座大
教育との連携を一層推進する。 る（２回 。 関教授他３名、４日間））

中学生を対象に科学研究費補助金による研究成果の社会還元・普
及事業である、平成18年度ひらめきときめきサイエンスを実施し
た(平成18年12月23日)。

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（３）その他の目標
① 社会との連携、国際交流等に関する目標
２）教育研究における国際交流・協力に関する基本方針

外国の大学、研究機関等との連携・交流を推進する。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１０９】 【１０９－１】 引き続き､留学生に職員宿舎を提供した（平成18年度は合計８室
外国人研究者、留学生の積極的 留学生のための宿舎の整備を図 ９名）｡また､国際交流会館に電話回線を利用した非常用館内放送
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な受け入れを図るため、受け入 るとともに、当該施設の防災対 設備を整備した｡
れ体制を整備する。 策を計画的に実施する。

【１０９－２】 聴講生を除く､27名の私費外国人留学生（大学院生22名､学部学生
国際交流基金奨学金等による支 ３名､特別研究学生２名）全員に奨学金を支給した｡
援を継続する。

【１１０】 【１１０－１】 英文ホームページの留学生情報について､データ更新を行うとと
大学、大学院の研究活動、学生 英文ホームページによる大学紹 もに､大学院博士課程紹介のページを新た作成した｡
の生活環境、学費、生活費等に 介を充実させる。
ついての情報をホームページな

、 。どを利用して 適切に提供する

【１１１】 【１１１－１】 中国医科大学の学長､副学長以下７名が来学し､研究活動等につい
国際交流協定校を増やし、教育 学術交流協定校等に本学の研究 て情報交換を行った｡
・研究面における交流活動の一 活動に関する情報を提供する。
層の充実を図る。

【１１１－２】 韓国の慶北大学校医科大学との間で､学生の交流を主とする｢国際
韓国の慶北大学校医科大学及び 大学交流セミナー｣及び研究交流を主とする｢第６回慶北－浜松医
看護大学との合同シンポジウム 科大学合同シンポジュウム｣を開催した｡
を本学で開催する。

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（３）その他の目標
② 附属病院に関する目標
１）患者中心の医療の実践

患者の人権を尊重し、患者第一主義の診療を実践する。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１１２】 【１１２－１】 平成18年8月より当院が癌診療連携拠点病院として申請する目的
患者中心の安全かつ良質な医療 緩和ケアを含む化学療法部組織 で、院内がん登録を開始し、10月から先進的・集学的がん診断・
を提供する体制を構築するため を充実させ、より専門的な腫瘍 治療の充実を図り、研究及び教育に関連した病院機能を整備する、
診療科、中央診療部門、看護部 治療体制とする。 ために、腫瘍センターを設立した。化学療法部教授を腫瘍センタ
門及び事務組織の再編成を行い ー教授とした。同時に緩和ケアチームを設立し活動を開始した。、
診療機能・診療支援機能を点検 平成19年１月に地域がん診療連携拠点病院に認定された。
し充実させ、病院企画室におい
て繰り返し評価する。 【１１２－２】 平成18年10月に薬剤管理システムを導入したことで、医師からの

薬剤管理システムを導入し、一 薬剤処方の払出しがシステム化され、誤調剤・与薬患者間違いが
層の安全確保・効率化を図る。 防止された。薬剤師のインシデントレポートは平成17年度56件、

平成18年度は51件で、アクシデントレポートは本年度も０件であ
った。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（３）その他の目標
② 附属病院に関する目標
２）地域社会医療への貢献

地域医療の中核となる役割を果たす。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１１３】 【１１３－１】 診療報酬上紹介率は、平成18年度１ヶ月平均52.1％であった。初
地域医療機関との診療連携や診 病診連携を拡大し、診療報酬上 診患者数は月平均、平成17年度より約500人増加、紹介状持参患
療情報の提供により、地域にお 紹介率６０％以上を目指す。 者も月平均約150人増加し、事前予約患者は月平均約120件増加し
ける医療の質の向上に貢献する た。静岡県の委託を受け、医療福祉支援センターに難病相談支援。

センターを併置するため平成19年１月から整備を始めた。

【１１３－２】 開放型病院として共同診療の件数は平成17年度が６件、平成18年
地域医療機関との診療連携や診 度は38件と増加した。10月１日よりセカンドオピニオン外来を開
療情報の提供を促進する。 始し、患者の要望に応えられ、診療情報提供について病病・病診

連携がスムーズに行くようになった。セカンドオピニオンは６ヶ
月間に70件あった。

【１１４】 【１１４－１】 平成18年４月静岡県内の医師不足状況に対する対策として①医師
臨床研修協力病院との連携を深 地域医療機関の医師不足に対応 不足に関する情報交換、②大学内の医師派遣、登録、派遣要望等
めた研修システムを通じ、地域 する方策として、附属病院を中 の透明性を高くすることを主旨とした静岡県医師教育支援協会を
医療に貢献する。 心に県内及び近隣の医療機関と 設立し、県内病院長50名が参加して発足した。11月17日第１回総

協力し、初期及び後期研修を受 会を開催し、状況の理解と大学からの医師派遣の状況を説明し、
ける医師についての情報交換を 情報交換を行った。大学内の医師の動向の情報を公開した。
行う中長期的医師教育のための
機関を設置する。

【１１５】 【１１５－１】 平成19年２月に第三次東海地震被害を想定し、周辺住民と大学全
災害時医療救護体制の充実を図 第３次東海地震被害想定に基づ 職種の参加者を得て集団災害医療救護訓練を行った。放射線被爆
り、東海地震に対する静岡県医 く傷病者の受け入れ、急性放射 については第２群医療機関として急性放射線被ばく患者の受け入
療救護計画を支援する。 線被曝事故等を想定して体制を れ体制についてのマニュアル（案）を作成した。

構築し、緊急連絡体制を充実さ
せる。

【１１５－２】 毎月１回院内でＢＬＳ（ＡＥＤ）講習会を開催している。参加者
院内外の医療人を対象に初期救 は全職種にわたり、総数97名に対し初期救急法のレベルアップを
急法についての講習会を企画し 図った。、
医療人としての自覚を促すとと

、 。もに 実技のレベル向上を図る
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（３）その他の目標
② 附属病院に関する目標
３）医療人の育成

優れた医療人を育成する。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１１６】 【１１６－１】 平成19年１月地域がん診療連携拠点病院に認定された。平成19年
医療・医学の発展に貢献するこ 臨床系大学院のカリキュラムを 度から大学院カリキュラムに腫瘍セミナーを導入することとし
とのできる優れた医師の育成を 策定し、大学院進学を促進し、 た。
図る。 専門医の養成に努める。

【１１７】 【１１７－１】 研修医と医師および臨床研修センター間で平成18年９月第３回臨
卒後臨床研修において研修医と 双方向性の評価により研修医・ 床研修に関する意見交換会を開催した。第４回は平成19年２月に
指導体制側における双方向性評 指導医の現場の問題点を把握し 「協力病院、協力施設に関する問題点」というテーマで意見交換、
価システムの充実を図る。 継続して改善する。 会を開催した。その際問題点としてあげられたコンピューター更

新に伴う勤務時間中の病棟端末の停止等について、研修医の意見
を採り入れ、診療業務に支障がないようにした。

【１１８】 【１１８－１】 専門薬剤師養成研修、他大学薬学部学生実習受入に対応する薬剤
高度医療に貢献するためにコ・ 職種ごとに開催される研修会に 師教育研修等、臨床検査技師による技術習得研修、放射線技師に
メディカル等職種毎の教育・研 コメディカルスタッフ等を積極 よる資格取得講習会等に総計54名が参加した。がん診療従事者研
修制度を充実させ、医療専門職 的に参加させ、技術の修得、情 修(外科医1名を国立がんセンターに３ヶ月間 、がん専門薬剤師）
員の育成を図る。 報収集を行う。 研修（三方原聖隷病院へ１名)、がん看護分野実践研修(静岡県が

んセンターへ35日間１名、三方原聖隷病院ホスピスへ３週間１
名)、がん登録実務者研修に５名（事務員3名医療福祉支援センタ

） 、 。ー職員２名 が参加し 職種ごとに専門分野の質の向上を図った

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（３）その他の目標
② 附属病院に関する目標
４）高度な医療の提供

より良い医療技術の開発を推進する。中
期
目
標
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１１９】 【１１９－１】 先進医療として「難治性眼疾患に対する羊膜移植術」1件が承認
高度先進医療の推進及び質の高 すでに認可された高度先進医療 され、現在 「CYP2C19遺伝子多型検査に基づくテーラーメイドの、

認可申請い医療の確立を図る。 を推進するとともに、新たな高 H.pylori 除菌療法を含む消化性潰瘍治療」については
度先進医療及び先進医療の承認 。中であり、平成19年度に再申請予定が１件ある
申請を促進する。

【１２０】 【１２０－１】 難病の患者および家族に対して、ホームヘルパーの派遣、日常生
稀少難病への対応のための診療 希少難病患者の家族への情報提 活用具の給付、病院への短期入院の利用、医療費の公費負担等に
体制を構築する。 供等の対応を促進し、患者の増 ついての浜松市の難病対策事業の広報及び相談を積極的に行い、

。 、数に対応して全般的なサポート 全体的なサポート体制の充実を図った 患者数は平成17年度34人
体制を維持する。 平成18年度105人に増加した。また、平成19年度から県立総合病

院に替わって本学が厚生労働省から静岡県難病拠点病院の委託を
受けることとなった。

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（３）その他の目標
② 附属病院に関する目標
５）健全な病院運営の確立

病院運営の効率化と財務内容の改善を図る。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１２１】 【１２１－１】 医療事務専任の職員を２名、診療録管理士２名（８h、６ｈ）を
病院の効率的な管理運営と機能 医療事務職員及びコメディカル 配置し、全診療科に対して診療科別診療報酬請求ルール等につい
的な組織体制の整備を図る。 スタッフの専門性を高め、組織 て指導を行った。医師たちに対して診療報酬上の疑問に答える窓

の機能性を中心に見直す。 口を置き、病院運営の効率化を図った。

【１２２】 【１２２－１】 ＨＯＭＡＳ－ＷＧは各診療科別経営分析を行い、各部門へ分析結
管理会計システムの導入による HOMASの導入により各部門の医師 果を提供した。物流データがナンバー診療科別に一括計上されて
効率的な経営を実践する。 等の参加によるプロジェクトチ いたことには問題があり、臓器別あるいは診療科別に分けて分析

ームを設置し、ユーザーとして し、提供することとした。ＨＯＭＡＳによる経営分析結果の利用
の現場のスタッフの教育に努め について病院運営企画室会議でも検討し、ＨＯＭＡＳとは別に平、
病院経営分析を充実させる。 成19年６月からヒラソルによる診断群分類別にデータ分析を行う

こととした。

【１２３】 【１２３－１】 病院再整備の基本設計・本設計が平成18年10月に終了し、平成19
地域医療における病院機能の高 病院再整備におけるコンセプト 年４月から建設開始、平成21年度に病棟新築分の竣工予定として
度化及び総合的な患者サービス の実行に向けて基本設計・本設 契約した。平成21年度に病棟新築分の竣工予定で、19年４月２日
の向上と患者アメニティの改善 計を行う。 に着工した。平成19年1月に病院再整備に係る予算、設備・備品
に対応するための病院再整備を 及び関係部署の連絡調整等との事務をつかさどる病院再整備推進
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計画的に推進する。 事務室を設置し、専任事務員を２名配置した。病院建設に伴い患
者駐車場確保のため立体駐車場を平成19年１月着工した。

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
（３）その他の目標
② 附属病院に関する目標
６）患者が安心して治療を受けられる施設の確立

医療事故ゼロを目指す。中
期

病院機能評価システムの充実を図る。目
標

積極的な情報の公開に努める。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１２４】 【１２４－１】 ８時～17時に外来に来院した患者が急変した時のためのフローチ
医師、看護師、コ・メディカル 医療事故発生時の報告のさらに ャートを作成し、同一フロアーの外来診療科間の協力体制を整備
スタッフの責任体制を明確にす 迅速な連絡網を整備し、予防法 した。救急物品の整備と点検を行った。連絡担当責任者を各部署
る。 の周知徹底に努める。 に決め、職員全員に携帯用連絡先および電話番号簿を作成し配付

した。医療事故発生時の緊急連絡体制の表示を分かりやすいフロ
ーチャートを作成した。病院全体の緊急体制ハリーコールシステ
ムをルール化し、とくに外来部門、中央診療部門の17時～21時ま
での勤務時間外の急変時の対応についても整備した。

【１２５】 【１２５－１】 医療事故防止対策マニュアルの総論部分を点検・修正した。これ
医療安全管理室の業務の整備及 医療事故マニュアルを点検し、 を院内Webに掲載し、周知徹底を図った。医療事故防止意識を高
び充実を図る。 事故防止のためのシンポジウム めるため各部署の対策について、シンポジウムを開催することと

・討論会等を開催し、周知徹底 した。第１回シンポジウムはICU、外来、西７階病棟、西６階病
を図る。 棟、東６階 病棟及び東９階病棟から278名が参加した。

【１２６】 【１２６－１】 インシデントレポートの分析と防止策について医療安全管理委員
インシデントレポートの充実及 インシデントレポートを分析し 会で審議し、リスクマネージャー会議、看護師長会及び看護部事
びフィードバックシステムの充 て医療事故の発生原因を究明し 故防止対策実践委員会等へ周知徹底させ、毎週医療安全対策につ、
実を図る。 医療事故防止策を策定する。 いて繰り返し複数個所で報告し意識を高めることとした。院内で

、 、多かった転倒転落については 転倒リスクアセスメントを実施し
ハイリスクであることをカルテに”てんとう虫”を表示して周知
することとした結果、平成17年度626件から平成18年度527件に減
少した。引続き医療事故防止対策マニュアルの遵守を医療安全管
理委員会及び医療安全管理室で確認・指導していくこととした。

【１２７】 【１２７－１】 毎年近隣病院との医療安全管理に関する相互チェックを実施して
患者による評価を含めた外部評 近隣の病院との相互チェックを いる。平成18年度は県西部浜松医療センターと薬剤関係項目につ
価を積極的に受審する。 実施するとともに、指摘のあっ いて相互チェックを実施し、持参薬管理システムを見学、意見交

。 、 、た事項を改善する。 換した 本院では医師 看護師が共同で持参薬の入力作業を行い
薬剤部は迅速に服薬管理指導を行い、薬剤の情報を看護師・医師
に提供できるようにするとともに、利尿剤等の服薬管理の難しい
持参薬剤は看護師が投薬することにした。



- 50 -

浜松医科大学

【１２８】 【１２８－１】 2006-07年版病院案内に診療科の医師の顔写真、専門領域、グル
、 。各種疾患及び健康に関する医療 病院案内や医師の専門分野等を ープの診療内容 治療成績等を掲載して充実した内容に改訂した

情報を提供する。 できるだけわかりやすくホーム 平成18年４月に病院広報推進委員会を発足させ、病院ホームペー
ページに掲載する。 ジの改訂、腫瘍センターの紹介、地域連携室および各診療科のリ

ニューアル等を含め、分かりやすい内容にした。病院に関するト
ピックスをHPに12回掲載した。

【１２９】 【１２９－１】 平成19年２月MD-CT、PACSを導入し、CT、MRIの画像をフィルムレ
。 、 、カルテ開示を日常診療に導入す カルテを部分的に電子化し、モ ス化した 平成19年４月のコンピュータ更新に向けて サマリー

る。 ニターを通じてインフォームド 診療データ、検査データ、画像等を電子化し、カルテの部分的電
コンセントを行えるようシステ 子化を実行可能とした。病病・病診連携において患者の診療情報
ムを更新する。 提供については地域連携室でCDを用いることとした。



- 51 -

浜松医科大学

Ⅱ教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項等

１．教育方法等の改善 ○学部学生や大学院学生の成績評価方法等の改善のための組織的取組状況
・学部教育については､全学の教育を統括する教育企画室の下の教養教育及び看護教育の検討○一般教養教育の指導方法改善のための組織的取組状況

・本学の教養教育は従来､医学科､看護学科と別組織である｢一般教育等｣で担当していたが､平 部門において､平成19年版のシラバスの改善について協議し､従来､個々の教員にまかされて
成16年度､これを医学科の総合人間科学講座として大講座化し､組織の一体化により専門教 いた｢成績評価欄｣の記入方法等について､評価項目ごとに評価割合を明記することにより､
育と有機的連携を図る体制とした｡ 評価基準を明確とし､学生に周知すること及び｢授業形式｣欄に､問題解決能力の育成を重視
また､教養教育に係る種々の検討は､主として､総合人間科学講座の会議において行われてい する観点から｢学生主体型問題解決学習｣の比率を明記することとした｡
たが､平成18年度に全学の教育全体を統括する｢教育企画室｣に教養教育を検討する部門を設 ・大学院博士課程においては､平成18年４月の大学院カリキュラム改正に伴い､授業方法､成績
け､専門教育との連携を図る体制とした｡ 評価方法等の表記モデルに基づき､ほとんどの科目について統一された出席率､実習時間数
本学の一般教育の目標は､｢豊かな教養と人間性を身につけた医療従事者を養成する｡｣こと 等の評価基準に基づき､平成18年度評価を実施した｡
であるが､これとともに､｢課題探求能力､問題解決能力､生涯にわたって学問を探求する研究

○各法人の個性・特色の明確化を図るための組織的取組状況心､自己評価能力及び自立的に行動する態度･習慣を育成する｡｣ことも重視している｡
教育課程については､常に見直しを行っているが､平成18年度には､教養教育を終了した２年 本学は建学の理念の１つに｢地域医療の中核的役割を果たす｣と明記し､またアドミｯション・
次､３年次の学生について､カリキュラムに主眼を置いたアンケート調査を実施し､貴重なデ ポリシーの１つに｢地域に根ざし大きくはばたくという意欲を持って活躍できる人で､この
ータを得た｡ 地の医療にも貢献できる人｣を掲げ､できるだけ多くの地元の高校生が入学するよう努めて
平成18年度は教養教育の指導方法についての改善を行った｡ おり､その結果､平成18年度の入学者のうち地元（県内高等学校）出身者は43.2％と全国５
①倫理教育が医学教育にとって最も大切な事項の一つであるとの観点から、１年次におい 位の高率である｡
ては､序論として､医療における人間的要素の重みを理解させ､２年次では､体験学習を通 ・平成６年～13年の本学卒業生の調査によると､地元出身者の実に90％近くが卒業後も地元に
じて患者家族について理解させ､４年次では､臨床実習開始前に生命倫理と医師の裁量権 残っており､他県出身者の40～50％を大きく引き離していた｡地域医療の中核的役割を担う
を幅広く学習させることとし､医の倫理について､一貫性のある教育内容とした｡ ため､更に多くの静岡県に留まる医師を確保することが必要であるが､平成18年度入学者の
②看護学科３年次編入生の教養科目の選択の幅を､従来の８科目から12科目（２単位以上必 選抜の種類ごとの県内出身者は､一般前期36％､一般後期40％､推薦64％であることから､平
修）に広げた｡ 成18年11月の国大協の推薦枠の上限を50％にするとの方針を受け､入学試験委員会において
③教養教育において課題探求能力･問題解決能力の向上及び教員と学生との人間的接触を重 推薦入学募集人員の増加の方針を定め､平成20年度入学者選抜から実施することとした｡

（ ） （ ）視した少人数ゼミナール形式の授業を４科目 １科目以上選択 から１科目 13クラス
○他大学等での教育内容、教育方法等の取組の情報収集及び学内での情報提供の状況必修及び３科目（１科目以上選択可能）に改めた｡
・本学では､全学の教育を統括する教育企画室の下､臨床実習前専門教育部門が主としてＰＢ
Ｌチュートリアル教育について､国内外の情報収集及び学内への情報提供を担当している｡○学部教育や大学院教育の指導方法改善のための組織的取組状況

・平成18年度に全学の教育を統括する教育企画室の組織を変更し､臨床前専門教育検討部門､ 平成18年度については韓国慶北大学校医科大学から､学生10名､教員３名を招き､本学の学
看護学教育検討部門等を設置し､組織的取り組みを行っている｡ このうち､看護学教育につ 生､教員を交え､ＰＢＬチュートリアルを中心に､国際交流セミナーを開催し､韓国の医学教
いては､ 育について情報収集及び学内への情報提供を行った｡この交流セミナーは平成19年度も継続
①｢看護学教育の在り方に関する検討会｣の報告（平成16年３月）を受け､教育目的､教育目 して開催することとしている｡
標を看護実践能力を重視したものに変更､ なお､平成17年度には､京都におけるハワイ大学主催ＰＢＬチュートリアルワークショップ
②平成19年度入学生適用のカリキュラムを､学生の負担を軽減し､教育効果を高めるため､卒業 に教員３名､学生７名を参加させ､ハワイ大学で行われたＰＢＬワークショップに教員１名
に要する単位数を133単位から124単位に､また､助産学選択を廃止（専攻科への移行）した｡ を派遣し､これらの情報はチューター養成ＦＤ（８回）において学内に情報提供を行った｡

③学生主体型問題解決学習を重視する観点から､シラバスに授業形式の割合を明記するとと
２．学生支援の充実もに､平成18年度にＰＢＬ形式の授業が30.8％であることを確認した｡
○学生に対する学習・履修・生活指導の充実や学生支援体制の改善のための組織的取組状況④附属病院看護部との連絡会議において､附属病院での臨地実習を１つの基準｢看護技術ス

タンダードマニュアル（著：川島みどり）｣に基づき行うこととした｡ 学生に対する学習･履修･生活指導等については､学生委員会の下､主として指導教員が行っ・
また、大学院博士課程については､平成18年４月から実施した｢研究者養成コース｣と｢研 ているが､より充実した指導教員制度とするため､平成18年度から､従来の教授､助教授に加
究能力を備えた臨床医養成コ―ス｣を設けた新カリキュラムに基づいて新たな大学院教育 え､講師､助手の希望者を加え､教員１人当たりの指導学生数を減らし､よりきめ細かい指導
を開始した｡ ができるよう図った｡
① 研究を進める上で必要とされる専門的知識､技術を習得させるため､共通科目に｢蛋白質 ・平成19年度の指導体制について､学生委員会で検討の結果､授業担当教員と指導教員を有機
研究法｣､｢動物実験の技法｣､｢遺伝子実験法｣等16科目のコースワークを設け､短期集中型 的に結び付け､１．２年次の担当学生数を減らし､更にきめ細かな指導ができるようにする
の授業を行うこととした｡ ため､１．２年次の指導教員を｢人間科学ゼミナール｣の担当教員に､３．４年次の指導教員
②｢先端医学特論｣（リレー講義形式）等主要科目の開講時間を17時30分に設定する等社会 を基礎配属の担当講座の教員に､５．６年次の指導教員を臨床実習担当講座の教員にするこ
人が履修しやすい体制とした｡ ととした｡
③博士課程に長期履修制度を導入し､３名を許可した｡ また､学生の防災対策については､学生委員会の下､平成18年度新たに防災手帳を作成配布
④研究生規程を改正し､単位修得退学後､学位取得までの２年間継続して研究指導を受けら し、コンピュータによる安否確認システムへの学生の登録推進等の対策を講じている｡
れる大学院継続研究生制度（入学料､授業料は徴集しない｡）を設けた｡
⑤大学病院での実習を大学院教育の一部として単位認定を行ことで､修了時の学位と専門医
等の両方の取得を可能とするカリキュラムとした｡
なお､医学科学部教育については､ＰＢＬチュートリアル教育開始前後の学生の臨床実習指
導医による評価結果に基づく改善や関連教育病院での臨床実習の一部を附属病院に移す等
不断の見直しを行っている｡
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ることで人材育成を目指すための、分子イメージング先端研究センターを平成19年１月に○キャリア教育、就職支援の充実のための組織的取組状況
本学は医療系単科大学であり､キャリア教育については､授業科目において実施しており､卒 設置した。２つの研究部門（ヒトイメージング研究部門、動物イメージング研究部門 、６・ ）
業生のほぼ全員（国家試験合格者）が医師､看護専門職として就職している｡ 名の教授（兼任）２名の特任助手（新規雇用 、また外部から５名の客員教授及び３名の客）
国家試験対策については､本学は伝統的に学生のグループ学習を推奨しており､その援助の 員助教授を置いた。理化学研究所との共同研究を３件締結し、PET研究を目指す研究人材育
ため､新入生オリエンテーションでのグループ学習､課外活動の推奨（総登録学生数 1,210 成のプログラムを作り、これらを実施した。学長主導による研究プログラムを組み、研究
人／在籍数860人 H18）､４年次の臨床実習等の中間での組み替え等を行い､グループ作り に必要となる動物用PET/SPECT/CT装置（約１億円）を大学の自己資金（学長裁量経費）で
を積極的に後押しすること及び勉強室の開放（定員８人30室8:30～23:30）を行っている｡ 購入設置した。分子イメージング研究の推進と、学内共同利用を目指して、本学研究セン
これにより､医師等の平成18年度国家試験の新卒者の合格率は以下のとおりの成果をあげて ターの中核のひとつとして稼働を開始した。
いる｡

○研究活動の推進のための有効な法人内資源配分等の取組状況医師国家試験 ９８．８％（全国平均 ９２．３％）
保健師 １００．０％（全国平均 ９９．４％） ・研究実施体制の充実を図るため特任研究員制度を整備した。

、 （ ） 。助産師 １００．０％（全国平均 ９５．０％） ・プロジェクト研究を募集し 次の６件の研究課題に研究費 総額20,000千円 を配分した
看護師 ９８．３％（全国平均 ９４．８％） ①「ヒト化マウスの作製とその応用 （生化学第二三浦教授）」

②「北遠地域における神経変性症 （内科学第一宮嶋准教授）」
③「尿細管前駆様細胞を用いた急性腎不全後の再生療法の検討 （解剖学片山准教授）○課外活動の支援等、学生の厚生補導のための組織的取組状況 」

・本学では､課外活動を大学教育において正課教育とならんで､人間形成の上で､知的視野の開 ④「新規γセレクターゼ修飾蛋白質によるアルツハイマー病治療法の開発 （内科学第一」
発や豊かな情緒と健康な心身を育成するものとして重視しており､学生委員会を通じて支援 藤垣助教）
･育成している｡このため､平成18年度は武道館改修等の施設設備の充実､学生との意見交換 ⑤「拡張候補遺伝子探索法による緑内障新規原因遺伝子の探索ー神経損傷保護機能の破綻
の実施､サークルリーダー研修会等の対策を講じており､５月１日現在の体育､文化サークル の観点からー （眼科学堀田教授 、」 ）

「 」（ ）の登録学生数は､延べ1,210名（学生数860名､学生１人当たり1.4サークル）であり､この課 ⑥ ICG)近赤外線蛍光を利用したリンパ流の研究 第二外科海野講師Indocyanine Green(
外活動は国家試験対策のグループ作りや防災対策の安否確認にも積極的に活用していく方 ・総合人間科学講座及び看護学科講座への研究費支援（総額5,100千円）を競争的にプロジェ
針である｡ クト募集方式で行い、次の４件の研究課題を採択した。
・平成18年度に課外活動における顕著な成績及び社会活動における顕著な功績（ボランティ ①総合人間科学（化学）ガン細胞への集積化を指向した新規光増感剤の合成研究
ア活動等を想定したもの）の表彰を含む学生表彰規程を新たに制定し更に課外活動を育成 ：1,500千円
する方針である｡ ②総合人間科学（日本語・日本事情）関口文法と現代言語学－浜松医科大学における関口
・臨床実習や看護実習棟での学生の安全､厚生については十分な配慮を行っているが､万が一 存男アーカイブ－：600千円
に備え､医学､看護学総合保障制度への加入を奨励し､平成18年度の医学科５年次､看護学科 ③看護学（基礎看護学）膜輸送Na/Ca交換体作用薬と心不全治療への分子的作用機序の解
４年次の加入率は100％である｡ 明：1,500千円

④看護学（臨床看護学）更年期の女性へのツボ刺激の有効性：1,500千円
・健康相談会や地域の初中等教育支援などの社会貢献活動（総額 4,450千円）に対して研究３．研究活動の推進
費を配分した。○研究活動の状況

・本学21世紀COEプログラム事業は 「メディカルフォトニクス」の課題の下に、光でこころ ①手術部外７件 地域教育に対する活動：2,700千円、
とからだの危険を探り、これらに対処する方法を見出そうとするものである。平成18年度 ②輸血部外１件 健康相談会等の社会的活動：1,750千円
は、脳虚血に伴う神経細胞死において、ラジカル発生が増悪因子として関与することを光

○若手教員、女性教員等に対する支援のための組織的取組状況イメージングの手法で見出し、アクチン分子による細胞運動の新しいモードを発見し、感
染性病原体の細胞内での防御網突破の分子機構を明らかにし、神経細胞の脳発達に伴う移 ・若手の萌芽的研究育成（4,500千円）に対して研究費を配分した。
動反応に細胞内塩素イオン濃度が関与することなどを、明らかにした。また、光増感治療 ①基礎看護学 心血管に存在するNa/Ca交換体に対する新規選択的Na/Ca交換体阻害薬の作用
における一重項酸素の発生を直接検出するのに成功し、光照射の方法と治療中のモニター ：500千円
法を改善するのに貢献した。光増感剤の効果を高める新しい投与法も開発し、これまで光 ②感染症学 ウイルス潜伏感染特異的遺伝子発現・複製制御に関わるウイルス・宿主因子
治療の行われなかった関節炎への応用も展開した。光マイクロイメージングの講習会を開 相互作用の網羅的解析：500千円
き、学外より58名の参加者（うち外国人14名：中国、韓国、エクアドル）があった。２回 ③総合人間科学（生物学） 脊椎動物視細胞における脂質ラフトとその関連物質の観察
の国際シンポジウムを行った。23名の大学院生をリサーチアシスタントとして雇用し、７ ：500千円
名のポスドク研究員を雇用して、研究力の向上を図った。 ④総合人間科学（心理学） 脳内報酬系におけるオレキシンの機能の検索：500千円
・本学光量子医学研究センターを中心に、浜松地域知的クラスター創成事業の一員として、 ⑤動物実験施設 コモンマーモセット近交系樹立を目指した遺伝学的基礎データの集積
静岡大学工学部および情報学部と共同で、また、多数の企業と共同で、医療と医学研究に ：500千円
有用な新規光イメージング装置の開発を行った。平成18年度はこのプロジェクトの最後の ⑥解剖学 動脈硬化巣石灰化メカニズムの解明―MMP-2との関連性について－：500千円
まとめの年であり、製品化につながる試作機の製作を行い、性能評価をするとともに、そ ⑦内科学第三 白血病治療における非天然化合物を用いた新規抗がん剤の開発：500千円
れに基づく機能改善を進めた。試作機として、ファイバー結合型共焦点顕微鏡、リアルタ ⑧薬剤部 消化管吸収過程における薬物間相互作用の定量的評価トランスポーター・代謝
イム目盛表示機能付き内視鏡 副鼻腔手術用ナビゲーション装置を完成させた いずれも 酵素の阻害と変動要因の解明：500千円、 。 、
これまでの機器の中で最高の性能を達成し、これまでなかった機能を実現した。この基本 ⑨泌尿器科 結石患者と非結石患者におけるl-グリセリン酸の排泄の比較：500千円
モデルを基に、共同研究企業は実際の製品として仕上げるための研究に入っている。この ・職員の職業生活と家庭生活の両立支援等を目的として、子育てを行う職員が安心して働く
事業の中で、産学連携のための展示会への出展４回を行い、また、多数の特許の発案・申 ことができるよう学内に保育所を設置した。設置にあたっては、全職員からアンケ－トを
請を行い、知財戦略の推進にも寄与した。知的クラスター事業の完了に貢献し、地域の産 聴取し、意向を踏まえつつ、室内環境、利用形態等を整備した。なお、将来的には、さら

利用者数業振興にも貢献した。 に利用者の拡大を図ることにより24時間保育の実施や増築も視野に入れている （。
・PETを中心とした非侵襲型の体内イメージング装置を用いて、放射能標識した分子を特異的 12名 平成19年５月１日）
に捉えその分布や代謝を調べる手法を医学研究に応用し、その基本と先端手法を研修させ
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④７名の医学科６年次生が海外学術交流協定校で臨床実習を行い（バングラデシュ４名､○研究活動の推進のための有効な組織編成の状況
・平成19年１月に ポーランド､韓国､中国 各１名 ，協定に基づいて単位認定を行った｡「分子イメージング先端研究センター」を設置し、学長裁量経費で動物用 ）

なお､本学では､各講座等の協力を得て､世界医学生連盟の協定に基づいた学生間の国際PETを購入した（93,603千円 。当センターはPET等最新の機器を用いたイメージング技術に）
交流にも積極的に協力し､平成18年度は３名（タイ２名､スーダン１名）の学生を受け入より生体の中での細胞、細胞小器官、更には蛋白質等分子の活動を描出することにより生
れ､本学学生２名の派遣を行った｡命体の機能や病気の成り立ちを研究し、合わせてこの分野の人材を養成している。

・国際共同研究推進のために海外コーディネーターを委嘱し、国際的に高く評価される研究
５．附属病院、附属学校の機能の充実についての状況水準の向上を図る取り組みを開始した。
(1)質の高い医療人育成や臨床研究の推進等、教育・研究機能の向上のために必要な取組が行・外部資金等により教育・研究プロジェクト等を支援するために任期を定めて任用する常勤
われているか （教育・研究面の観点）の教員（特任教員）に対して年俸制を導入した （年俸制適用に関する細則）。 。
○教育や臨床研究推進のための組織体制（支援環境）の整備状況
・毎月１回院内でＢＬＳ（ＡＥＤ）講習会を開催している。参加者は全職種にわたり、総数○研究支援体制の充実のための組織的取組状況

・教員の研究を支援し、外部資金獲得部門等の競争力の強化を図るため、総務課研究協力係 97名に対し初期救急法のレベルアップを図った。
及び産学連携部門を併せた研究協力室を設置した。 ・平成19年１月に地域がん診療連携拠点病院に認定されたことに伴い、平成19年度から大学
・科学研究費補助金申請に際し、希望者には提出前に研究推進企画室メンバーによる書類の 院カリキュラムに腫瘍セミナーを導入し、腫瘍センターを中心に、がんプロフェショナル
査読を行い、助言を与えるアドバイザー制度を実施し研究支援体制の充実を図った。 医師の養成に努めることとした。

○教育や研究の質を向上するための取組状況（教育研修プログラムの整備・実施状況、高度４．社会連携・地域貢献、国際交流等の推進
先端医療の研究・開発状況等）○大学等と社会の相互発展を目指し、大学等の特性を活かした社会との連携、地域活性化・地域
・先進医療として「難治性眼疾患に対する羊膜移植術」1件が承認され、現在 「CYP2C19遺伝貢献や地域医療等、社会への貢献のための組織的取組状況 、

・静岡県医療政策に関する各種委員会に参画した。また、県や市の医師会における研修会に 子多型検査に基づくテーラーメイドのH.pylori 除菌療法を含む消化性潰瘍治療」について
認可申請中であり、平成19年度に再申請予定が１件ある。講師を派遣した他、学術講演を多数行った。さらに、地域における高等教育前の青少年に は

対する知的育成への支援活動を積極的の行った。研究推進企画室では、これらの取り組み
に対し、戦略的経費の配分を行った（10件 。）

(2)質の高い医療の提供のために必要な取組が行われているか （診療面の観点）。
○医療提供体制の整備状況（医療従事者の確保状況含む）○産学官連携、知的財産戦略のための体制の整備・推進状況

・浜松ホトニクス株式会社との間で 「光」で人類にメリットを与えるという共通の目的を、 ・平成18年４月リハビリテーション科、平成19年２月形成外科の入院および外来診療を開始、
地域連携室の見直しを行った結果、 同様の改善浜松医科大学は学問的側面から 浜松ホトニクス株式会社は事業化を通して実現するため した。 院内の横の診療連携が取れ、外来も、 、

「光と物質との相互作用」を基本的なテーマとする複数の共同研究、人的交流等の技術交 診療が充実・強化された。を行い、
流を総合的に行うことを目的とした技術交流全般に係る基本的事項を定めた「包括的技術 ・麻酔科蘇生科の 助手の後任とし、診療助手２名のうち１名を退職した臨床工学士の手術部
交流契約書」の締結を行った。 他の１名を 任用し、麻酔医不足および手術件数増に対応した。手術件数は平成17年度継続

臨床工学士は医学部技術職員を配置換また、静岡大学との間で、先端的研究、科学技術の発展と地域産業の振興への寄与、大学 3,925件から平成18年度3,939件と増加した （後任の。
院博士課程における連携教育活動を活性化して相互発展するために協定を締結した。 ）えして対応した。
・外部の知財専門家に依頼（２回）し、知的財産管理体制構築プランの策定、知財ポリシー ・各科の院内連絡網を整備し迅速な救急受入体制の強化を図 救急患者は平成17年った。外来

、 （ 、 ）の整備、学内の意識啓発等、知財戦略に関する指導・助言・相談の機会を作った。 度8,196人 平成18年度は8,601人と増加した、 。うち 1,599名 初診が974名 再診が625名
が入院した。なお、平成19年４月から、知財専門家（JST特許主任調査員経験者）を本学の知財活用コー

ディネータとして雇用し知財管理体制の強化を図ることとした。 ・栄養士のパート職員を２名採用し、栄養指導体制を充実強化した。栄養管理指導実績は平
・JST（独立行政法人科学技術振興機構）の特許申請支援制度を利用して、海外特許出願をし 成18年度1,433件であった。
た。静岡TLOとの連携により本学所有の特許のラインセンス活動を行い、特許収入を得るこ ・平成18年10月に薬剤管理システムを導入したことで、業務が効率化し、医療事故防止にも
とができ、さらに寄附講座の導入、共同研究の受入にも貢献した。 役立つとともに、全病棟のIVHのミキシング業務の実施や薬剤管理指導件数を平成17年度

4,490件から平成18年度5,237件に増やすことができた。
・看護師確保対策の一環として、退職手当支給に代えて特別賞与の支給制度を新設し、様々○国際交流、国際貢献の推進のための組織的取組状況

・本学では､国際交流委員会を設け､国際交流事業を推進している｡留学生の生活指導，日本語 なライフプランを持つ新卒者に対応した給与体系とした。さらにリフレッシュ休暇（採用
教育等については｢留学生相談室（専任講師１名）｣を配置している。 から５年目 を導入し、福利厚生の充実を図った （平成19年度の特別、10年目、15年目）制 。
また､平成18年度に､従来の総務課と学務課に分かれた事務の分掌を学務課に集中し､一元的 賞与の支給制度利用者６名）
に国際交流､留学生業務を取り扱う体制とした｡更に､学外団体の国際交流後援会（会員155

○医療事故防止や危機管理等安全管理体制の整備状況名）の協力を得て､留学生に対する２種類の奨学金を設け､私費留学生全員に奨学金を支給
する等､国際交流事業を推進している｡ ・平成18年10月に薬剤管理システムを導入したことで、医師からの薬剤処方の払出しがシス
平成18年度については､上記委員会及び教授会の下で テム化され、誤調剤・与薬患者間違いが防止された。薬剤師のインシデントレポートは平
①国際大学交流セミナーの開催 成17年度56件、平成18年度は51件で、アクシデントレポートは本年度も０件であった。
韓国慶北大学校医科大学の学生10名､教職員３名が来学し､日本学生支援機構との共催で
開催｡
②第６回慶北－浜松合同医学シンポジウムの開催
韓国慶北大学校医科大学､看護大学から教員等31名が来学し､本学でシンポジウムを開催
した｡
③大学院博士課程６名､修士課程１名､研究生１名､特別研究学生１名､聴講生 名､外国人1
客員研究員16名を受け入れた｡
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○患者サービスの改善・充実に向けた取組状況 ○経営分析やそれに基づく戦略の策定・実施状況
・病院１階に患者図書室を整備し、入院・外来患者に読書及び貸出しのサービスを行い、開 ・ＨＯＭＡＳ－ＷＧは各診療科別経営分析を行い、各部門へ分析結果を提供した。物流デー
設当初は週１回であったが、ボランティア及び医学部学生ボランティアの協力のもと週５ タがナンバー診療科別に一括計上されていたことには問題があり、臓器別あるいは診療科
回開室している。蔵書は4,000冊を超え、患者さんに好評である 別に分けて分析し、提供することとした。管理会計システム（ＨＯＭＡＳ）による経営分
・社会労務士協会の協力のもと、障害年金相談コーナーを年４回開設した。 析結果の利用について病院運営企画室会議でも検討し、ＨＯＭＡＳとは別に平成19年６月
・難病の患者および家族に対して、ホームヘルパーの派遣、日常生活用具の給付、病院への から病院経営サポートシステム（ヒラソル）による診断群分類別にデータ分析を行うこと
短期入院の利用、医療費の公費負担等についての浜松市の難病対策事業の広報及び相談を とした。
積極的に行い、全体的なサポート体制の充実を図った。また、静岡県の委託を受け、静岡 ・地域医療における病院機能の高度化及び総合的な患者サービスの向上と患者アメニティの
県難病医療相談支援センターを設置した。 改善に対応するための病院再整備を計画的に推進している。

・新棟建設の準備の一環として立体駐車場(384台分)を着工した。
・平成18年度、常時50件前後の治験プロトコールが進行中であり、治験の実施率は全国大学○がん・地域医療等社会的要請の強い医療の充実に向けた取組状況

・平成18年８月より当院が癌診療連携拠点病院として申請する目的で、院内がん登録を開始 医学部附属病院中第２位と高い治験実施率であった。現在平成19年度治験拠点病院事業計
し、10月から先進的・集学的がん診断・治療の充実を図り、研究及び教育に関連した病院 画の申請を準備中である。
機能を整備するために、腫瘍センターを設立した。化学療法部教授を腫瘍センター教授と

○収支の改善状況（収入増やコスト削減の取組状況）した。同時に緩和ケアチームを設立し活動を開始した。平成19年１月に地域がん診療連携
拠点病院に認定された。 ・前年度より引き続き、病院職員全員に経営参加を呼びかけ、コスト意識を高め、医療材料
・がん緩和ケアチームの整備、外来化学療法センターの充実、及び化学療法部教授を腫瘍セ 及び物流管理面で経費節減を実施した。
ンター教授専任とし、組織を整備した。 １）診療材料費の削減
・地域医療機関及び患者のニーズに応えるため、平成18年10月からセカンドオピニオン外来 ①契約交渉により、特定治療材料 、医療用消耗品、X線フィルム、診療材料等について
を開設し、平成18年度は70件、月平均12件の依頼があり、病病・病診連携の向上につなが 経費を2,028千円節減した。
った。 ２）設備投資費の節約
・地域医療機関の医師不足に対応する方策として、浜松医科大学が中心となり、静岡県医師 ①医療機器の契約交渉により、36,639千円の経費を節減した。
教育支援協会を設置し、県内病院長50名で第１回目の総会を開催した。マッチングおよび ②病院再整備に向け、部署毎のＷＧで既存設備備品等の有効利用及び共通して使用する
卒後３年目以降の研修について情報交換を行ない、大学内医師派遣の透明性を高めた。平 機器の選定等について、設備投資の削減を計画的に実行している。

、 、 。成18年度研修医マッチング54名、卒後３年目医師は62名を登録し約35名を市中病院へ紹介 ③ＩＣＵ病床を2床増床 リハビリテーション科外来の開設 形成外科外来を開設した
派遣した。 これらを含め外来患者数１日平均が平成17年度1,166.9人に対し、平成18年度は1,190.1

人と増加し、受診患者１日最高1,600人に達した。

(3)継続的・安定的な病院運営のために必要な取組が行われているか （運営面の観点）。
○管理運営体制の整備状況 ○地域連携強化に向けた取組状況
・病院企画係と医事係を統合、医事企画係とし、業務の集約・一元化を図り、職務の効率的 ・逆紹介の向上を目指し、医師に機会ある毎に指導しシステムを分かりやすく修正した。平
な再配置を行った。 成17年度71.3％から平成18年度74.6％となった。地域連携室の業務を整理見直したことに
・情報管理係を新たに設け、カルテ管理の強化を図るとともに、閲覧室を新設して、医師の より病病・病診連携ネットワーク活用が増えた。初診患者数は平成17年度19,810人から平
診療・教育・研究のサポート体制を整備した。 成18年度22,174人と増加した。開放型病院共同診療は平成17年度36件から平成18年度46件
・平成19年１月に、病院再整備推進事務室を設け、予算、付属設備、諸申請及び新病棟にお と増加した。
ける新規システム作り等の業務を行うため、事務局再配置により、２名の専任事務員を配 ・外来診療部を設置し、外来棟における急患発生時のコール体制の整備（救急部が対応 、各）
置した。 医師の所在確認システムの整備、外来予約時間診療への取組み、他施設のフィルム等の管

理・返却システムを構築し、地域連携の一層の促進を図った。
・平成18年４月静岡県内の医師不足状況に対する対策として①医師不足に関する情報交換、○外部評価の実施及び評価結果を踏まえた取組状況

・ 財）日本医療機能評価機構による病院機能評価結果を反映して、平成17年度に病院事務部 ②大学内の医師派遣、登録、派遣要望等の透明性を高くすることを主旨とした静岡県医師（
門の管理機能強化を図るため、業務部を病院管理に特化した組織に改編し、病院部と改称 教育支援協会を設立し、県内病院長50名が参加して発足した。11月17日第１回総会を開催
した。また、業務部施設課は、施設マネジメントの展開が容易となるよう総務部に所属さ し、状況の理解と大学からの医師派遣の状況を説明し、情報交換を行った。大学内の医師
せ事務部門の機能強化を図った。 の動向の情報を公開した。
・毎年近隣病院との医療安全管理に関する相互チェックを実施している。平成18年度は県西
部浜松医療センターと薬剤関係項目について相互チェックを実施し、持参薬管理システム

６．その他を見学、意見交換した。本院では医師、看護師が共同で持参薬の入力作業を行い、薬剤部
以上の事項に関する他大学等との連携・協力についての状況は迅速に服薬管理指導を行い、薬剤の情報を看護師・医師に提供できるようにするととも

「 」 、に、利尿剤等の服薬管理の難しい持参薬剤は看護師が投薬することにした。 ・大阪大学・中京大学との連携融合事業として 子どもの心の発達研究センター を設立し
子どもの心の危機を脳画像と遺伝子解析の連携という新たな観点から研究し、また子ども
の心の危機が顕現化する前に兆候を察知し、心理的介入を行うための基礎研究として、大
規模な調査を行うこととしている。
・先端的な大学院教育・研究活動の推進、若手研究者の研修を通した人的交流の促進、その
他必要な事業に取り組むため、静岡大学と包括的協力協定を結んだ。
・静岡県立大学とフォト・アクチブ・ドラッグの創薬開発システムの構築と開発研究につい
て連携した。
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Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短 期 借 入 金 の 限 度 額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額
１３億円 １３億円 該当なし

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の 運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の

発生等により緊急に必要となる対策費とし 発生等により緊急に必要となる対策費とし
て借り入れすることも想定される。 て借り入れすることも想定される。

Ⅴ 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

医学部附属病院における基幹・環境整備及び 医学部附属病院における基幹・環境整備及び 医学部附属病院における基幹・環境整備及び
病院特別医療機械の整備に必要となる経費の長 病院特別医療機械の整備に必要となる経費の長 病院特別医療機械の整備に必要となる経費の長
期借入れに伴い、本学医学部附属病院の敷地及 期借入れに伴い、本学医学部附属病院の敷地及 期借入れに伴い、本学医学部附属病院の敷地に
び建物について担保に供する。 び建物について担保に供する。 ついて担保に供した。

Ⅵ 剰 余 金 の 使 途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は、教育 決算において剰余金が発生した場合は、教育 教育・研究及び診療の質の向上及び組織運営
・研究及び診療の質の向上及び組織運営の改善 ・研究及び診療の質の向上及び組織運営の改善 の改善に充てるため「目的積立金(剰余金)の取
に充てる。 に充てる。 扱いについて」を定め、それに基づき作成した

、 。使途計画により 本年度から計画を進めている

浜松医科大学
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Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額百万円 財 源 施設・設備の内容 予定額百万円 財 源 施設・設備の内容 決定額百万円 財 源（ ） （ ） （ ）

総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金
小規模改修 192 （192百万円） 病棟（軸Ⅰ） 1,450 （385百万円） ・病棟（軸Ⅰ） 1,450 （385百万円）・

長期借入金 長期借入金 医学部附属病院病棟 長期借入金
（ ） （ ） （ ）-------- ・基幹・環境整備 1,033百万円 (軸Ⅰ)新営その他工事 1,033百万円

国立大学財務・経営 国立大学財務・経営 ・基幹・環境整備 国立大学財務・経営
センター施設費交付金 ・小規模改修 センター施設費交付金 基幹・環境整備 センター施設費交付金

（ ） （ ） （ ）-------- 32百万円 （機械設備）工事外 32百万円
・アスベスト対策
・小規模改修
福利施設棟改修工事

（注１）
金額については見込みであり、中期目標を達成するため
に必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備
や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修が追加される
こともある。
(注２)
小規模改修について１７年度以降は１６年度同額として試
算している。
なお、各事業年度の施設整備費補助金、国立大学財務・経
営センター施設費交付金、長期借入金については、事業の
進展等により所要額の変動が予想されるため、具体的な金
額については、各事業年度の予算編成過程等において決定
される。

Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

人事に関する計画を策定し、適切な人事 ①全学的に教員任期制の導入を一層推進する ①平成19年度導入の新しい教員組織の編成に向け、教員任期規程、任期更新規程等を整備した。。
管理を推進する。 教員の任期制を一層推進するため、任期制の推進に関する説明会を開催し、多数の教員の同意

を得て、教員任期制を一層推進することができ、任期付教員の割合が46ポイント向上した （平。
成18年４月48％→平成19年４月94％）

②職員の資質向上を図るための研修を充実さ ②業務に関する専門的な知識を修得させるため 平成１８年度の研修実施計画に基づき 研修 専、 、 （
せる。 門研修46件、階層別研修５件、テ－マ別研修５件・計499人）を行い、研修成果を大学の業務に

反映させた。また、本学独自に主宰した倫理研修、接遇研修には本学職員を講師に活用（人事
院主催の研修受講者）し、職員の倫理意識の向上、コミュニケ－ションの在り方など意識を高
めることができた。
③附属病院の運営の効率、収入の増収、経営改善等を目的として、形成外科を新設した。新設に

③多様な人材の確保を図る。 あたって、欠員となっている光学医療診療部の助教授ポスト１、病理部の助手ポスト１充てて
。 、 、 。形成外科専門の医師を雇用した また 医事部門の強化を図るため 診療録管理士を雇用した

④適正な人事管理を推進し、人件費の効率的 ④事務職員（１ 、技術職員（２）の定年退職者の後任を不補充とした。また、教務員（動物実験）
運用を図る。 施設 、技術職員（解剖学）の辞職に際して、業務の在り方等を見直し、学内教員の活用、非常）

勤職員の採用等により効率的、合理的な措置を図った。加えて、資格（臨床工学士）を持つ医
学部所属の一般職員（技術職員）を医療職の臨床工学士として附属病院手術部への配置換を行
い、人的資源の有効活用を図った。

浜松医科大学
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（ 、 ）別 表 学部の学科 研究科の専攻等

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
(名) (名） （％）

医学部 医学科 ５９５ ５９９ １００．７

看護学科 ２６０ ２６１ １００．４

計 ８５５ ８６０ １００．６

医学系研究科
修士課程 看護学専攻 ３２ ４０ １２５．０

計 ３２ ４０ １２５．０

医学系研究科
博士課程 １２０ １４０ １１６．７

光先端医学専攻 ４４ ２６

高次機能医学専攻 ２０ ２６

病態医学専攻 ３２ ５０

予防・防御医学専攻 ２４ ５

（形態系専攻） （４０） ８

（生理系専攻） （２８） １１

（生化系専攻） （２４） ８

（生態系専攻） （２８） ６

計 １２０ １４０ １１６．７

合 計 １，００７ １，０４０ １０３．３

○ 計画の実施状況等
・医学科では、第２年次後期に５名の入学定員の編入学を行っている。
・看護学科では、第３年次に 名の入学定員の編入学を行っている。10
・大学院博士課程は、平成 年 月から形態系専攻、生理系専攻、生化系専攻、生態系専16 4
攻の学生募集を停止し、在学生の修了を待って廃止する。

・医学系研究科の定員充足率について
①修士課程は受験学生の入試成績が優秀であり、指導教員の研究指導体制も整っている
ことから定員を超える学生を入学させているため

②博士課程は留学生を積極的に入学させているため

浜松医科大学


